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弘 前 市 



NO.
新規・継続
の別

重　　点　　要　　望　　事　　項 弘前市主管部課 ページ

◆「ひとづくり」

1 新規 妊産婦本人等に対する支援について
健康福祉部
　子育て支援課
　健康づくり推進課

1

2 新規 通院医療費無料化の対象範囲拡大について
健康福祉部
　子育て支援課

2

3 新規 地域における保育施設の確保やその充実について
健康福祉部
　子育て支援課

3

4 新規 友好都市間での修学旅行連携促進について

市民文化スポーツ部
　文化スポーツ振興課
教育委員会
　学校指導課

4

5 新規 小学校での外国語教育について
教育委員会
　学校指導課

5

6 継続 弘前先人記念館の設置について

市民文化スポーツ部
　文化スポーツ振興課
教育委員会
　郷土文学館
教育委員会
　学校指導課

6

7 新規 青少年のスポーツ育成強化等について
市民文化スポーツ部
　文化スポーツ振興課

7

◆「くらしづくり」

8 継続 健幸ひろさきマイレージ制度の利用促進等について
健康福祉部
　健康づくり推進課

9

9 新規 受動喫煙防止に係る環境整備について

健康福祉部
　健康づくり推進課
都市環境部
　公園緑地課

10

10 新規
国土強靭化基本法に基づく自然災害に対する防災・減災のた
めの社会資本整備の促進について

経営戦略部
　防災安全課

11

11 新規 防犯対策について
市民文化スポーツ部
　市民協働政策課

12

◆「まちづくり」

12 継続 冬季間における快適な生活と安定した交通の確保について
建設部
　道路維持課

13

13 継続 市街化調整区域の柔軟な対応について
建設部
　建築指導課

14

Ⅲ　安全・安心

Ⅱ　福祉

Ⅰ　健康

Ⅱ　都市環境

Ⅰ　雪対策

Ⅲ　多様な学び

Ⅱ　こどもの学び

Ⅰ　子育て

要望事項49項目（昨年度48項目）　うち新規24項目　うち継続25項目



14 新規 ＩＣＴを活用した地方創生弘前型モデルの構築について

財務部
　情報システム課
都市環境部
　スマートシティ推進室
経営戦略部
　広聴広報課

15

15 新規 弘前ならではの景観維持について
都市環境部
　都市政策課

17

16 新規 都市計画における用途区域に関する柔軟な対応について
都市環境部
　都市政策課

18

17 新規 空き地を活用した宅地開発に係る支援について

都市環境部
　都市政策課
　スマートシティ推進室
上下水道部
　工務課
建設部
　建築指導課

19

18 継続 弘前市の生活環境の向上や交通安全について

都市環境部
　都市政策課
建設部
　建設政策課
　道路維持課

20

19 新規 地域内公共交通ネットワークの再構築について
都市環境部
　都市政策課

22

20 新規
弘前城北公園交通広場の更なる整備充実と広報活動強化に
よる利用率の向上について

都市環境部
　都市政策課

23

21 継続 カラス・害虫被害対策について
都市環境部
　環境管理課

24

22 新規 ごみのリサイクル率アップのための更なる取組みについて
都市環境部
　環境管理課

26

◆「なりわいづくり」

Ⅰ　農林業振興

23 継続 農商工連携と６次産業化に対する支援について

農林部
　農業政策課
商工振興部
　産業育成課

27

24 継続 りんご産業の推進について

農林部
　りんご課
　農業政策課
農業委員会事務局
観光振興部
　観光政策課

29

25 継続 「弘前の地酒とシードルで乾杯条例」の早期制定について
商工振興部
　商工政策課

33

26 継続
ＪＲ弘前駅中央口における大型バス発着に関する柔軟な対応
について

観光振興部
　観光政策課
都市環境部
　都市政策課

34

27 新規
外国人旅行者に対する弘前駅周辺の案内図、看板等の整備
促進について

観光振興部
　国際広域観光課
都市環境部
　都市政策課

35

28 新規
鍛冶町における観光客などの集客を図るための環境整備に
ついて

観光振興部
　国際広域観光課
観光振興部
　観光政策課
商工振興部
　商工政策課

36

29 新規 岩木山の豊かな環境を活用した岩木地区の利活用について
岩木総合支所
　総務課

37

Ⅳ　エネルギー・環境

Ⅲ　生活基盤

Ⅱ　観光振興



30 新規 観光用人力車の導入の検討について
観光振興部
　観光政策課

38

31 新規 観光客に対するおもてなしについて
観光振興部
　観光政策課

39

32 新規 観光施設のトイレ整備について
観光振興部
　観光政策課

40

33 新規 弘前ねぷたまつり観覧に対する対応について
観光振興部
　観光政策課

41

34 新規
北海道新幹線新函館駅開業後のさらなる誘客等の検討・実施
について

観光振興部
　国際広域観光課
商工振興部
　商工政策課

42

35 継続 四大まつり運営委員会の設置について
観光振興部
　観光政策課

43

36 継続 ものづくり技術・伝統文化の継承と若手育成について

商工振興部
　商工政策課
　産業育成課
教育委員会
　学校指導課

44

37 継続
学生対象の溶接技術講習会並びに溶接競技大会開催の際の
支援について

商工振興部
　商工政策課

46

38 継続 「弘前ブランド」を国内外へ発信できる施策の検討について
商工振興部
　商工政策課

47

39 継続 建設業の振興策について

経営戦略部
　法務契約課
都市環境部
　都市政策課
　スマートシティ推進室
商工振興部
　商工政策課

48

40 継続 弘前市融資制度（特別保証融資）の予算枠の拡充について
商工振興部
　商工政策課

51

41 継続 マル経融資制度の利子補給の実施にいて
商工振興部
　商工政策課

52

42 継続 （仮称）弘前市総合産業振興計画の策定について

商工振興部
　商工政策課
　産業育成課
経営戦略部
　ひろさき未来戦略研究
センター

53

◆「その他」

43 継続 各種イベントの効果測定の実施と測定結果の周知等について
観光振興部
　観光政策課

55

44 新規 弘前市の生活保護の適正な運用について
健康福祉部
　生活福祉課

56

45 継続 公衆用道路の固定資産税非課税基準の緩和について
財務部
　資産税課

57

46 継続
青森空港並びに奥羽本線新青森駅等の利便性向上に係る
国、県、関係機関等に対する要望活動について

都市環境部
　都市政策課
建設部
　建設政策課

58

47 継続 弘前ナンバー導入に向けた研究・検討について
都市環境部
　都市政策課

60

48 継続 地域団体商標登録への支援について
商工振興部
　商工政策課

61

49 継続 「弘前感交劇場」の推進について
観光振興部
　観光政策課

62

Ⅲ　商工業振興
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １ 妊産婦本人等に対する支援について 

要

望

事

項

の

内

容  

近年、核家族化の進展や人間関係・地域コミュニティーの希薄化などにより妊産婦

やその家族の方を支える力が弱くなっており、妊娠、出産及び子育てに係る妊産婦等

の不安や負担が増えている現状がございます。  
つきましては、厚生労働省が平成２６年度から実施しております「妊娠出産包括支

援モデル事業」と連動した形での妊産婦本人に対する、妊娠・出産子育て期を経て復

職までの切れ目のない支援の強化や妊産婦を雇用している事業者に対する支援を要

望いたします。  

 

                                             健康福祉部   子育て支援課  
健康福祉部 健康づくり推進課  

 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

要望事 項 の内容 通 り、近 年 は子育 て 環境の 変 化によ り 妊娠・ 出 産・子 育

てにつ い てのイ メ ージが 持 ちづら く 、家庭 や 地域の 中 で子育 て の不安 や 悩

みをク リ アする 機 会も少 な くなっ て きてい る と言わ れ ていま す 。  

こ の こ と から、平 成 27年 9月 に 厚 生 労働省 で は「妊 娠・出産 包 括支援 モ デ

ル事業 」 を母体 と した、 妊 娠期・ 出 産直後 ・ 子育て 期 の各ス テ ージを 通 じ

て地域 の 関係機 関 が連携 し て切れ 目 ない支 援 を実施 で きるよ う 「子育 て 世

代包括 支 援セン タ ー」の 構 想を示 し ており “ 平成 32年 度 ま で に 地域の 実 情

等を踏 ま えなが ら 全国展 開 を目指 し ていく ” と発表 し ている こ とから 、 今

後の動 向 を注目 し ていき た いと考 え ていま す 。  

ま た 、 市 では平 成 26年 度 に 「 弘前 市 経営計 画 」を策 定 してお り 、子育 て

政策に お いては 、 弘前っ 子 の誕生 及 び子育 て に係る 負 担の軽 減 等の方 向 性

を示し て 、  

“ 妊 婦 窓 口相談 ・ 赤ちゃ ん 電話相 談 事業”  

“ こ ん に ちは赤 ち ゃん事 業 、妊産 婦 ・新生 児 訪問指 導 事業”  

“ ５ 歳 児 発達健 康 診査・ 相 談事業 ”  

“ 特 別 保 育事業 （ 一時預 か り、延 長 保育） ”  

“ 子 育 て 応援企 業 認定制 度 推進事 業 ”  

“ ト ワ イ ライト ス ティ事 業 ”  

“ 家 庭 児 童相談 事 業”  

等 の 各 種 事業を 実 施し、 切 れ目な い 支援を 図 ってお り ます。  

 

今
後
の
処
理
方
針 

今後も 「 弘前市 経 営計画 」 に基づ く 上記事 業 を推進 す るとと も に、国 及

び全国 市 町村の 動 向を見 極 めなが ら 、地域 の 実情に 沿 った妊 娠 期から 子 育

て期ま で の切れ 目 ない支 援 の充実 を 図り、 子 どもた ち の笑顔 あ ふれる ま ち

弘前を 目 指して ま いりま す 。また 、 出産手 当 金や育 児 休業給 付 金など 出 産

や育児 休 業にか か る国や 県 の給付 金 の制度 周 知に関 し ては、 今 後も積 極 的

に情報 提 供を行 っ ていき ま す。  

担当：子育て支援課    課長補佐  村上 聡  内線４０２  
   健康づくり推進課  課長補佐  一戸ひとみ 内線４５２  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２ 通院医療費無料化の対象範囲拡大について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市においては、現在小学校に入学する前の乳幼児にかかる通院医療費は無料と

なっております。  
つきましては、小学校・中学校と進級するごとに家庭の負担が増す現状があります

ので、子育て家庭の経済的負担を軽減するためにも、その対象範囲を小学校・中学校

の義務教育の範囲までに拡大していただきますよう要望いたします。  

 

                                               健康福祉部 子育て支援課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

当市の子ども医療費給付制度は、青森県乳幼児はつらつ育成事業に準じて、平成６

年度に３歳までの乳幼児を対象に開始し、就学前の乳幼児まで拡充してきました。

当市独自の拡充としては、平成２５年度から高校生までの入院医療費を給付対象と

し、更に、平成２６年８月から通院医療費の自己負担を廃止して無料化し、現物給付

の対象としています。 

今
後
の
処
理
方
針 

義務教育修了までの子どもに係る通院医療費を無料化することについては、永続的

に多額の費用を要することから、現在のところ難しいものと考えています。  
当市では、保育料の軽減や放課後児童の居場所の拡大、予防接種費用の助成などの

各種施策によって子育てを応援しており、引き続き恒久的な財源を確保する方策を検

討しながら、本要望を含む子育て支援施策全体としてバランス良く充実を図っていき

ます。 

担当：子育て支援課 課長補佐 石田 剛 内線５６０  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３ 地域における保育施設の確保やその充実について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市で行っております様々な環境にある子どもや子育て家庭に対する子どもの

子育て支援の中で、特に子育て施設への助成やそれに関わる保育士の育成強化を図る

など子育て環境の整備に努め、地域における保育施設の確保や充実を要望いたしま

す。  

 

                                               健康福祉部 子育て支援課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

当市の未就学児のための教育・保育施設は、平成２８年１月末時点で、保育所が４９

施設、認定こども園が２２施設、幼稚園が８施設の合計７９施設あり、保育に係る利

用定員は５，０２９人、教育に係る利用定員は１，２７３人で合計６，３０２人が利

用可能となっているほか、認可外保育施設も９施設あります。  
また、主に未就学児を家庭で保育している保護者をサポートする地域子育て支援セ

ンターを、ヒロロ内の「駅前こどもの広場」など市内４か所に開設しています。  

今
後
の
処
理
方
針 

当市では、教育・保育施設の運営に要する保育士等の人件費や教材費、施設管理費

などを国の基準に基づいて給付しており、園舎を改築・整備する際にも国の基準に基

づいて市が費用を負担するなど、運営に伴う費用負担を軽減することによって、引き

続き同施設の確保と充実を図っていきます。  
なお、本市を４地区に区分して保育利用の需給バランスを推計すると、北西・南西

・石川地区では供給量が確保されており、中央地区でも平成２９年度には供給量が確

保されるものと考えていますが、今後も利用定員の変更や施設の利用状況の情報提供

などにより効率的な施設の利用と運営を促していきます。  
また、保育士等の育成強化については、当市などの公共団体や関係団体等が実施す

る各種研修の受講による資質向上を促すとともに、平成２７年度に青森県が開設した

「保育士人材バンク」の活用や潜在保育士への復職支援などによって、保育士等の数

的な確保と業務量の適正化を図っていきます。 

担当：子育て支援課 課長補佐 石田 剛 内線５６０  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ４ 友好都市間での修学旅行連携促進について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市がこれまで取り組んできた修学旅行の受け入れとそれによる地域の振興や

活性化を、これからも一層進めていく必要がございます。修学旅行は、生徒たちが「自

然や文化などに親しむ体験を積むための実際的な機会として貴重である」とともに地

域理解や地域交流の促進にも大きな役割を果たしております。  
つきましては、弘前市の友好都市（斜里町・太田市）との間で、相互の修学旅行を

実施し、友好都市の歴史・文化等を修学旅行の柱とし、さらなる住民間の交流促進を

図り、友好を深めていくことができるよう積極的に取り組んでいただきますよう要望

いたします。  

 

                                市民文化スポーツ部 文化スポーツ振興課  
教育委員会 学校指導課  

 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

旧弘前 市 におい て 、昭和 ５ ８年２ 月 １２日 に 津軽藩 士 の北方 警 備が縁 で

北海道 斜 里町と 友 好都市 提 携盟約 が 締結さ れ 、また 平 成３年 １ １月２ ５ 日

には、 関 ケ原の 合 戦の功 績 により 津 軽藩に 与 えられ た 領土が 旧 尾島町 に あ

ったこ と が縁で 群 馬県太 田 市（旧 尾 島町と 合 併）と 友 好都市 提 携盟約 が 締

結され ま した。 以 来、ね ぷ たを通 し た交流 を はじめ 、 物産交 流 や青少 年 ら

による 交 流など 、 幅広い 分 野で交 流 を深め て きまし た 。  

 そ の 後 、 平成 １ ８年２ 月 ２７日 の 旧弘前 市 、旧岩 木 町、相 馬 村との 市 町

村合併 に より新 弘 前市が 誕 生した こ とから 、 平成１ ８ 年１１ 月 １５日 に 新

たに友 好 都市の 盟 約締結 を し、引 き 続き交 流 を行っ て います 。  

  

今
後
の
処
理
方
針 

小・中学校の修学旅行は、（学習指導要領における）「平素と異なる生活環境にあ

って、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、人間関係などの集団生活の在

り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活動」として

行われております。また、実施に必要な経費をなるべく低廉にすることや児童生徒の

疲労の軽減なども重要な観点として計画することになっております。  
 現在、当市小学校では北海道・函館方面の修学旅行が多く、中学校では東京方面が

多くなっております。例えば、それらの修学旅行の行程に斜里町や太田市への訪問を

組み込むといたしましても日程的に、また、経費的に児童生徒やその家庭への負担が

大きくなることが予想されます。  
 子どもたちの交流については、太田市との青少年交流事業やスポーツ少年団による

相互交流を実施しているところでありますが、斜里町においても、太田市と同程度の

交流を検討する必要があることから、両都市間における協議を重ねながら、今後検討

していきたいと考えております。  
よって当面の間は、こ れ ま で の ね ぷ た の 交 流 を 中 心 に 、 引 き 続 き 物 産 交 流

や 青 少 年 交 流 事 業 な ど の 実 施 に 加 え 、 盟 約 締 結 の 記 念 周 年 時 に は 一 般 市 民

を 対 象 に 友 好 都 市 へ 訪 問 す る 「 弘 前 市 民 号 」 を 企 画 し 、 盟 約 締 結 に 至 っ た

経 緯 や 背 景 に つ い て の 理 解 を 深 め て い た だ く と と も に 、 地 域 住 民 と の 相 互

交流を 促 進して い きます 。  

 

担当：文化スポーツ振興課文化振興係 主幹兼係長 吉崎拓美  内線３５５  
   学校指導課          指導主事  小笠原恭史 内線５４３  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ５ 小学校での外国語教育について 

要

望

事

項

の

内

容  

グローバル化や高度情報化が進む社会環境の中で、環境に応じた教育の必要性も高

まっており、それを受けて平成２３年度から小学校５・６年生で必修となった外国語

活動の充実も重要となっております。  
つきましては、弘前市においても、外国人教師の採用や弘前大学と連携を図り外国

人留学生との交流機会の創出など、幼少時から外国語に親しんでもらうための環境の

整備を要望いたします。  

 

教育委員会 学校指導課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

弘前市では、英語教育を重視しており、平成２３年度の小学校外国語活動全面

実施以前から、モデル校を設置しての先行研究及び授業公開を行うなど積極的に

取り組んでまいりました。また、平成２６年度には英語教育調査研究員会を立ち

上げ、国の英語教育改革に対応すべく先行研究をしております。今年度は外国語

指導助手（ALT）を７名から１０名に増員し、中大規模中学校８校にそれぞれ１
名のALTを配置するベース校制をとっております。この８名のALTは中学校区に
ある小学校でも指導しております。残りの２名に関しては、小規模小学校専門AL
Tが１名、小規模中学校専門ALTが１名となっております。弘前市内の児童・生徒
が本物の英語に触れる機会は確実に増加しております。 

今
後
の
処
理
方
針 

外国人指導者は国の財政措置を受けて雇用できる自治体国際化協会の JETプロ
グラムから斡旋を受けております。  
今後は、小学校外国語活動の中学年実施、高学年における外国活動教科化・時

数増、中学校英語を英語で教えることを基本とするという方針に対応するため、

更にALTを増員する計画をたてております。 

担当：学校指導課 指導主事 森 尚生  内線７７６  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ６ 弘前先人記念館の設置について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市は、各分野において多くの著名人を輩出しております。昨年度までは、先人
に関わる品 （々写真や遺品など）や、逸話をより積極的に集めて後世に残すべく、『弘
前先人記念館』の建立を要望してきましたが、市の財政的な負担が大きく、実現は困
難との回答を頂戴しております。  
つきましては、吉野町煉瓦倉庫や市が所有し現在活用されていない既存の施設を利

用して、市内各所に散らばっている先人に関わる品々を一同に集め展示する先人記念
館の設置を要望いたします。  
あわせて、先人記念館に展示する内容としては、既に発行され市内の学校に配布さ

れている「新・弘前人物志」を参考書籍とし、この書籍を広く市民に周知させるため
にも「新・弘前人物志」の市販を要望いたします。  

 
 
                                市民文化スポーツ部 文化スポーツ振興課  

教育委員会 郷土文学館  
教育委員会 学校指導課  

 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

著名な先人はさまざま輩出されておりますが、弘前市においては、平成２年７月、
郷土文学館を開館し、当市出身の作家や、当市にゆかりのある作家に関する資料を、
さまざまな角度から広く公開展示し、市民の文学に対する関心と理解を高める一翼を
担っております。  
平成２８年１月からは、企画展として「福士幸次郎展」を約１年間にわたって開催

し、さまざまな展示を通して、その功績を紹介しております。  
スポーツ分野においては、青森県武道館内に旧弘前市名誉市民第１号である横綱初

代若乃花の展示コーナーを設置しているほか、岩木山総合公園には旧岩木町出身のオ
リンピック選手の展示コーナー、相馬中学校体育館には旧相馬村出身のスポーツ選手
の展示コーナーが設置され、スポーツで活躍した先人に関わる品々を展示している状
況であります。  
「新・弘前人物志」は、弘前出身の傑出した人物について、その業績や生き方を伝

えることを目的に、小中学生を対象として学校での教育活動の資料として使用される
ことを前提に作成されたものであります。また、発行当初から、児童生徒へは無償で
の配布を行って参りました。しかし、市民からの市販を望む意見もあり、平成２５年
１０月から、弘前図書館、教育委員会学校指導課及び教育センターにおいて、一冊
１，５００円で一般向けに販売しているところであります。その実績については、平
成２８年１月１８日現在で、購入された冊数は１１４冊となっており、残念ながら当
初の販売見込み数を下回る結果となっております。  
 

今
後
の
処
理
方
針 

市としても、さまざまな分野において活躍した著名人等先人の軌跡に触れることが
できる環境づくりは必要と思われますが、市所有の既存施設の活用であっても、「弘
前先人記念館」の設置につきましては、維持管理並びに運営等に対し財政負担を伴う
ことから、現時点では困難なものと考えております。  
郷土文学館については、設立の趣旨に則り、郷土出身の作家や郷土にゆかりのある

作家に関する資料収集と公開展示を進め、地域文化の発展をめざすこととし、今後に
おいても、既存施設における事業を充実させることで、先人の功績の周知等に努めて
まいります。  
「新・弘前人物志」については、弘前市立博物館で開催されている陸羯南展での販

売も検討しているところですが、今後も、まずは、現在市販用に準備した本の販売に
努め、一人でも多くの市民の方に読んでいただきたいと考えております。  
 

担当：文化スポーツ振興課文化振興係 主幹兼係長 吉崎拓美 内線３５５  
  弘前図書館総務係       係長    田澤千佳 内線４００  
  学校指導課          指導主事  工藤利彦 内線７３７  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ７ 青少年のスポーツ育成強化等について 

要

望

事

項

の

内

容  

日本においては、２０１９年開催のワールドカップラグビー大会や２０２０年開催

のオリンピック・パラリンピックといった世界規模の大会を控え、更に青森県では現

在、２０２５年の国民体育大会（国体）誘致に向けた運動を展開しており、スポーツ

熱は益々盛んになっていくものと想定されます。  
つきましては、現状少子化等の影響もあり、当市の若年層の競技スポーツ人口の減

少や各種競技レベルは指導者含め決して高いとはいえない状況にあるため、若年層の

スポーツに親しむ体制・環境づくりや指導者向けの講習会・研修会の開催といった指

導者の育成を強化するなど、規模の大きい大会や国際大会での活躍ができる選手の育

成を図り、競技スポーツ活動及び競技力向上のための環境整備と支援を要望いたしま

す。  
あわせて、上記国際大会の出場国に対し、当市として事前合宿地として強力に誘致

を行い、当市経済の活性化につなげていただきますよう要望いたします。  
 

                                市民文化スポーツ部 文化スポーツ振興課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

○若年 層 のスポ ー ツに親 し む体制 ・ 環境づ く りや選 手 及び指 導 者育成 に 関

する主 な 事業  

 ① 青 少 年 夢実 現 チャレ ン ジ支援 事 業費補 助 金  

  ・ 青 少 年 が 世 界レベ ル での自 己 の夢を 実 現する た めに参 加 する経 費 の

一部を 補 助する こ とによ り 、青少 年 の育成 を 図る。  

 ② ト ッ プ アス リ ート招 致 支援事 業 補助金  

  ・ 市 内 に 設 置 されて い るスポ ー ツ団体 等 が企画 ・ 実施す る 、トッ プ ア

スリー ト を招い て の教室 、 講演会 等 に係る 経 費の一 部 を補助 す ること

により 、 競技レ ベ ルの向 上 を図り 、 指導者 の 育成に 寄 与する 。  

 ③ は る か ソフ ト ボール 夢 事業及 び ベース ボ ール夢 事 業  

  ・ 市 職 員 の 齋 藤春香 主 幹及び 今 関勝主 査 がこれ ま で培っ た 技術や 経 験

をもと に 児童生 徒 に対し 、 実技指 導 や講話 を 行い、 ス ポーツ 活 動へ主

体的に 参 加する き っかけ づ くりや 競 技力向 上 を図る と ともに 、 指導者

の育成 に 寄与す る 。  

 ④ 弘 前 ス ポレ ク 祭等ス ポ ーツイ ベ ントの 開 催  

  ・ 津 軽 路 ロ マ ン国際 ツ ーデー マ ーチ、 弘 前・白 神 アップ ル マラソ ン 、

弘前ス ポ レク祭 、 岩木山 ス キーフ ェ スティ バ ルの各 種 イベン ト を実施

し、気 軽 にスポ ー ツに親 し む機会 の 提供や 競 技力向 上 を図る 。  

 ⑤ ス ポ ー ツ合 宿 誘致事 業 費補助 金  

  ・ ト ッ プ ア ス リート の 所属す る スポー ツ 団体が 市 内で行 う スポー ツ 合

宿を誘 致 し、一 流 に触れ る 機会を 創 出する こ とによ り 、競技 レ ベルの

向上を 図 り、指 導 者の育 成 に寄与 す る。  

 ⑥ 弘 前 市 スポ ー ツ少年 団 活性化 事 業費補 助 金  

  ・ ス ポ ー ツ 少 年団に 登 録する 団 員保護 者 の負担 軽 減と、 指 導者等 の 資

質向上 を 図る。  

 ⑦ 弘 前 市 スポ ー ツ少年 団 運営事 業 費補助 金  

  ・ ス ポ ー ツ 少 年団の 運 営を促 進 する。  

 ⑧ ス ポ ー ツ指 導 員活動  

  ・ 市 の ス ポ ー ツ指導 員 が各種 ス ポーツ 教 室を実 施 し、市 民 のスポ ー ツ

に親し む きっか け 作りや 健 康増進 を 図る。  
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○国際 大 会出場 国 の事前 合 宿誘致 に 関する 事 業  

 ① 上 記 ⑤ 事業 の 実施に よ り、事 前 合宿受 け 入れ体 制 の参考 と する。  

 ② 東 京 オ リン ピ ック・ パ ラリン ピ ック合 宿 誘致事 業  

  ・ オ リ ン ピ ッ ク事前 合 宿誘致 に 向け、 合 宿先進 地 視察や オ リンピ ッ ク

関連団 体 からの 情 報収集 を 行うと と もに、 受 入環境 の 整備を オ ール弘

前体制 で 実施す る ため、 関 係団体 と の連携 や 方策を 検 討し、 誘 致体制

を整え る 。  

 

今
後
の
処
理
方
針 

若年層 の スポー ツ に親し む 環境は 、 スポー ツ 少年団 活 動が主 な 受け皿 と

なって お り、今 後 もその 活 性化に 努 めると と もに、 ト ップア ス リート に 触

れる機 会 の創出 に より、 子 どもた ち に夢や 希 望を与 え 、青少 年 の技術 力 向

上や指 導 者の育 成 を図り 、 当市か ら のトッ プ アスリ ー トの輩 出 を目指 し て

まいり ま す。  

ま た 、 体 育施設 指 定管理 者 が自主 的 に行う 各 種スポ ー ツ教室 ・ 大会等 に

ついて 、 特に若 年 者向け の 事業の 展 開を要 請 してま い ります 。  

２ ０ ２ ０ 年の東 京 オリン ピ ック・ パ ラリン ピ ック事 前 合宿誘 致 につい て

は、今 後 も県や 関 係機関 と 連携を 図 り推進 し てまい り ます。  

更 に は 、 各種国 際 大会の 事 前合宿 地 として 誘 致可能 か 、調査 ・ 研究し て

まいり ま す。  

担当：文化スポーツ振興課 スポーツ推進係 係長 古山 潤 内線９０３  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ８ 健幸ひろさきマイレージ制度の利用促進等について 

要

望

事

項

の

内

容  

平成２５年１月より弘前市が健康増進策として実施しております健幸ひろさきマ

イレージ制度でありますが、昨年の利用者が１，１２９名と広く浸透しているとは言

えない現状にあります。  
つきましては、大変すばらしい制度と考えておりますので、広く市民に周知し利用

者の増加を目指し、市民の健康に対する意識の啓発を図っていただきますよう要望い

たします。  

                                                                            
健康福祉部 健康づくり推進課  

 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

健幸ひろさきマイレージ制度の参加者は、平成２５年度が５３８名、平成２６年度

が１，１２９名と２倍以上の推移を見せております。平成２７年度は、平成２８年

１月２１日現在で１，６０５名となっております。参加人数の増加からも、徐々にで

はありますが、市民へ浸透してきているものと考えております。 

周知については、平成２６年申し込み分から、マイレージシートを、検診を行う医

療機関にも配置していただいております。また、平成２７年分からは、検診（健診）

の受診について自己申告制にするなど、申し込みしやすい運用に見直ししております。

また、平成２８年度は、がん検診受診率の向上を目的に、がん検診の受診を必須項

目として実施したいと考えております。 

 

今
後
の
処
理
方
針 

現在、 市 民に対 す る周知 方 法につ い ては、 市 内各施 設 や医療 機 関にマ イ

レージ シ ートを 置 くほか 、 プロジ ェ クト健 診 やがん 検 診会場 で の配布 、 広

報ひろ さ きや市 の ホーム ペ ージ、 陸 奥新報 へ の掲載 、 ＦＭア ッ プルウ ェ ー

ブで周 知 を行っ て おりま す 。  

今 後 は 以 上の方 法 に加え 、 健康づ く りを学 び 、実践 し 、地域 へ つなげ る

役割を 担 う「弘 前 市健康 づ くりサ ポ ーター 」 が行う が ん検診 受 診勧奨 活 動

のツー ル として 利 用する こ とで、 多 くの市 民 に直接 手 渡しな が ら、更 な る

参加者 の 増加を 目 指して ま いりま す 。  

担当：健康づくり推進課健康増進係 主事 笹田  智史  内線４５２ 
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ９ 受動喫煙防止に係る環境整備について 

要

望

事

項

の

内

容  

現在青森県や弘前市においては、短命県返上に向け、様々な健康増進策に取り組ん

でおります。その中においても、健康を害する恐れのある喫煙人口の減少と受動喫煙

防止対策については、喫緊の課題として早急に取り組むべき課題であります。弘前駅

前公園などの公共施設からの灰皿撤去等受動喫煙防止に向けた環境の整備について

要望いたします。  
なお、現在東京都では、２０２０年の東京オリンピック・パラリンピックに向け、

「喫煙環境」についての議論がなされております。「東京都受動喫煙防止対策検討会」

は、ホテルやレストランでの屋内喫煙の禁煙・分煙を義務付ける条例について検討を

行ってきましたが、「罰則付きの全面禁煙義務化」を推進する医療関係者と、「分煙

による喫煙者と非喫煙者の共存」を求めるサービス業関係者の間で主張が対立し、そ

の結果、「２０１８年までに条例化を再検討する」という提言に「国に対して、全国

統一的な法律での規制を働きかける」という要素が盛り込まれ、事態は東京都に留ま

らない広がりを見せています。  
つきましては、弘前市においても諸般の事情を鑑み、関係する業界としては今後と

も、受動喫煙防止対策を段階的に講ずることとしておりますことから、民間施設にお

ける「分煙による喫煙者サービスの提供」に対するご配慮をいただきますよう要望い

たします。  

 

                                     健康福祉部 健康づくり推進課  
都市環境部 公園緑地課  

 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

○市では、弘前市経営計画に基づき「たばこの健康被害防止対策事業」に取り組んで

おり、多様な主体の意見を広く聴きながら受動喫煙防止対策等の強化・推進を図る

べく、平成２７年１１月に「弘前市たばこの健康被害防止対策協議会（以下「協議

会」といいます。）」を設立し、市民・有識者・関係団体等が一体となり、本市に

おけるたばこの健康被害防止対策について協議・検討する体制を構築したところで

す。  
○さらに市では、たばこの健康被害防止に向け、市民・事業者・行政が一体となって

取り組みを推進するよう、各主体の役割や具体的な対策のあり方を示す「弘前市た

ばこの健康被害防止対策の指針（以下「指針」といいます。）」を平成２７年度中

に策定することとしており、現在策定作業に取り組んでいるところです。  
 

今
後
の
処
理
方
針 

指針に基づき各主体がそれぞれの役割を果たしながら、一体的にたばこの健康被害

防止対策を推進するよう努めてまいります。  
なお、対策の推進にあたっては、各主体の喫煙に対する認識や対応が異なる現状を

踏まえ、市が先導的立場で取り組むこととし、市の管理する施設（建物）については、

率先して全面禁煙化（敷地内禁煙または建物内禁煙）を図ってまいります。  
なお、駅前公園については、貼紙などにより事前に周知の上、平成２８年３月末に

灰皿を撤去する予定です。  
職場や飲食店等の民間施設についても、指針に基づき、全面禁煙化に向け、施設の

利用形態に応じ段階的に受動喫煙防止対策を講じていくよう働きかけてまいります。

担当：健康づくり推進課 主  幹 山内  恒 内線４５２  
   公 園 緑 地 課 課長補佐 小嶋 修造 内線５００  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １０ 
国土強靭化基本法に基づく自然災害に対する防災・減災のための

社会資本整備の促進について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市においては、国土強靭化法に基づく自然災害（ゲリラ豪雨・豪雪・地震・噴

火）等、特に岩木山という活火山を抱えているため「噴火警戒レベル」の導入や近隣

住民の避難計画の策定など、防災・減災のための社会資本整備の促進を要望いたしま

す。  

 

                                                経営戦略部 防災安全課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

当市では、国土強靭化基本法に基づく国土強靭化地域計画は未策定ですが、東日本

大震災や過去の災害の教訓を踏まえて、防災・減災対策の見直しを進めています。公

助の面では、防災行政無線のデジタル化整備や防災アセスメント調査による被害想定

を基に作成した地区別防災カルテの市内全世帯への配布、また、災害時に緊急に必要

となる食料や資機材についての備蓄整備、企業・団体等との災害時応援協定の締結な

どを進めています。自助・共助の面では、地域防災リーダー育成のための防災マイス

ター育成講座開設や自主防災組織結成促進のための資機材整備費の補助制度創設な

どを実施しています。 

岩木山については、火山防災のために観測・監視体制の充実が必要な火山（常時観

測火山）として指定されおり、現状、噴火の兆候等は見られないものの、過去に繰り

返し噴火していた経緯や、近年の全国各地での火山活動の活発化などを受け、火山防

災対策の推進が急務となっています。 

 

○地域計画策定に取り組んでいる地方公共団体数（平成２８年１月１４日現在） 

 ・計画策定済 １３道県、９市区町村（※県内では、むつ市（平成２６年度国土強

靱化地域計画策定モデル調査実施団体）が策定済み） 

 ・計画策定中（予定含む） ３２道府県、２４市町村 

 

今
後
の
処
理
方
針 

国土強靭化地域計画については、他自治体の策定状況等を踏まえ、当市における策

定の必要性などについて検討してまいります。 

岩木山の火山防災対策については、平成２６年１１月に設置された、県、気象台、

関係自治体等を構成員とする岩木山火山防災協議会において、噴火シナリオ等を基に

した噴火警戒レベルの検討や、これに沿った避難体制の構築等について協議している

ところであります。この協議内容を基に避難計画策定や火山防災マップの作成・周知

等を進めてまいります。 

 

担当：防災安全課 防災担当 主査 堤  健介 内線２６７  
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弘前商工会議所要望事項  

要望事項 １１ 防犯対策について  

要

望

事

項

の

内

容  

現代社会においては、様々な事件・事故や予想もしない出来事などが起こり得る世

の中となっております。  
つきましては、必要最低限度の防犯対策として下記について要望いたします。  
①通勤・通学路などの危険箇所への防犯カメラの増設。  
②夜間は街路灯などの灯りがなく危険である岩木川河川敷周辺への街路灯の増設。 

 
                                  市民文化スポーツ部 市民協働政策課  
 

市の処理方針  

経 
 
 

緯 

①  平成２６年３月に弘前大学や周辺町会から防犯体制の強化を求める要望書が提

出されたことを受け、同年４月に市と弘前警察署が「弘前市安全・安心まちづく

り推進に関する協定」を締結しました。その具体策として、平成２６年度に防犯

カメラの設置に取り組むこととし、刑法犯の発生件数が高い弘前大学及び周辺地

区を中心に、青森県警察本部、弘前警察署の協力のもと設置が適当である区域を

選定し、弘前大学の学生や地元町会との協働による現場調査や調査内容を精査す

るためのワークショップを経て防犯カメラ２０台を設置しました。  
  平成２７年度以降は防犯カメラの維持管理を行っていくこととしております。  
 
② 平成２５年度にそれまで町会等が管理していた防犯灯１７，８３０灯を LED 化
したほか、平成２５年度と平成２６年度の２か年で、市内の全町会に防犯灯の新規

設置要望調査を実施した上で、必要と判断した箇所に平成２５年度は１７０基、平

成２６年度は４７０基の計６４０基を新たに設置しました。  
  防犯灯の新設については、平成２６年度で大規模な設置を終了しましたので、町

会に対する定期的な設置要望調査は、平成２７年度は実施しておりませんが、宅地

開発や新道の供用開始などにより街並みに変化が生じ、町会等からの要望があった

場合には調査・検討することとしております。  
 

今
後
の
処
理
方
針 

①  現時点では防犯カメラの増設や設置範囲の拡大は考えておりませんが、今後も

弘前警察署と連携し、地域からの要望や社会情勢により増設や設置範囲の拡大を

検討してまいります。  
 
②  防犯灯を新たに設置する際は、既設の電柱に設置することとしており、ご要望

の区間については、長区間、道路沿いに電柱が無いことから設置が難しい状況と

なっておりますが、今後、他の要望箇所と併せて現地調査しながら必要性等につ

いて検討してまいります。  

担当：市民協働政策課  市民生活係 主事 今 貴雄  内線３５１  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １２ 冬季間における快適な生活と安定した交通の確保について 

要

望

事

項

の

内

容  

冬季間における快適な生活と安定した交通を確保するため、下記の雪対策強化につ

いて要望いたします。  
①子供たちの安全を守るための通学路の除排雪対策の強化  
②混みいった住宅地の除雪・排雪の強化。  
③救急や消防の車両がスムーズに進入できるよう細い路地の排雪の強化。  

 

                                               建設部 道路維持課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

①歩道 除 雪作業 延 長は約 １ ２０ｋ ｍ を計画 し ており 、 主に通 学 路の除 雪

を実施 し ており ま す。毎 年 １月中 旬 には、 小 中学校 の 始業式 に 合わせ

た歩道 除 雪等を 実 施して お ります 。  

② 道 路 機 能別に 効 率的な 道 路の除 排 雪作業 を 実施す る ため、 道 路の種 類

を区分 し ており ま す。要 望 事項の 内 容では 、 混みい っ た住宅 地 とある

ので、 道 路種別 で は、幅 員 が４ｍ 以 上～６ ｍ 未満の 生 活道路 Ｂ （交通

量が少なく沿線住民の日常生活に供する道路）に当たると思われます。

この道 路 の出動 基 準は、 除 雪が１ ０ ｃｍの 降 雪があ っ たとき 、 また、

排雪は 積 雪深が 概 ね６０ ｃ ｍ、累 計 降雪量 が 概ね３ ０ ０ｃｍ に 達した

時とな っ ており ま す。  

 ③ 細 い 路 地の 排 雪の強 化 要望に つ いては 、 小路除 排 雪に当 た るもの と 思

われま す 。小路 の 除雪路 線 は、幅 員 ２．５ ｍ 以上、 ４ ｍ未満 の 生活道

路を対 象 として お ります 。 小路排 雪 は町会 と の連絡 調 整を図 り ながら

の実施 と なって お ります が 、雪の 降 り方に よ って適 宜 対応し て おりま

す。  

 

今
後
の
処
理
方
針 

①今後 も 通学路 の パトロ ー ルを強 化 し、子 ど もたち が 安全に 通 行でき る

よう歩 道 除雪を 実 施し歩 行 空間の 確 保に努 め てまい り ます。  

② 道 路 種 別毎に 出 動基準 を 定めて お ります が 、今後 も 道路パ ト ロール を

強化し 、 道路状 況 によっ て は、追 従 ・拡幅 除 雪や排 雪 を早期 に 実施す

るなど 、 生活道 路 の幅員 確 保に努 め てまい り ます。  

③ 小 路 排 雪につ い ては、 原 則年１ 回 程度で あ ること か ら、市 民 の協力 が

不可欠 で ありま す 。この た め、地 域 と一体 と なった 効 果的な 除 雪体制

の構築 が 必要で あ ると考 え ており ま す。  

担当：道路維持課 課長補佐 藤田 登 内線４５１  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １３ 市街化調整区域の柔軟な対応について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市においては、一戸建て住宅緩和区域の見直しが次回は平成３１年を予定して

おります。次回の見直しまで期間はありますが、住宅取得促進に資するため、今後と

も緩和区域の拡充といった柔軟な対応をしていただきますよう要望いたします。  

 

                                              建設部 建築指導課  
                                                 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

弘前市 は 、無秩 序 な市街 化 を防止 し 計画的 な 市街化 を 図るた め 、都市 計

画区域 を 市街化 区 域と市 街 化調整 区 域に区 別 してお り ます。  

計 画 的 に 市街化 を 促進で き る市街 化 区域に 対 し、市 街 化調整 区 域は、 原

則、市 街 化を抑 制 すべき 区 域であ り 、農家 住 宅や農 業 関連施 設 もしく は 、

公益上 必 要な施 設 以外は 都 市計画 法 で建築 が 制限さ れ ており ま す。  

こ う し た 中、市 街 化調整 区 域にあ る 既存集 落 の中に は 、近年 の 人口減 少

・少子 高 齢化の 進 行など も 影響し 、 集落の 活 性化や コ ミュニ テ ィの維 持 が

難しく な ってき て いると こ ろもあ り ます。  

そ こ で 、 誰でも 「 一戸建 て の住宅 」 を建築 で きるよ う 開発許 可 の要件 を

緩和し た 区域を 指 定し、 子 育て世 代 など集 落 外から の 新たな 定 住を促 す こ

とによ り 、集落 の 維持・ 活 性化に 繋 げたい と 考えて お ります 。  

青 森 県 都 市計画 法 施行条 例 等の運 用 指針に お いて、 指 定でき る 区域と し

ては、 お おむね ５ ０戸以 上 連たん し ている 区 域とし 、 また、 指 定でき な い

区域と し ては、 溢 水、渇 水 による 災 害の発 生 のおそ れ がある 区 域、優 良 な

集団農 地 その他 長 期にわ た り農用 地 として 保 全すべ き 区域及 び 土砂の 流 出

を防備 す るため 保 全すべ き 区域等 と してお り ます。  

 

○ 緩 和 区 域指定 実 績（平 成 ２７年 現 在）  

・ 旧 弘 前 地区    ６ １ 集 落  面 積 Ａ ＝約 １ ，０４ ５ ha 

・ 旧 岩 木 地区    １ ９ 集 落  面 積 Ａ ＝約   ３ ２ １ ha 

 

今
後
の
処
理
方
針 

指定区 域 の見直 し につい て は、平 成 ２７年 １ ２月に 公 告され た 農振農 用

地区域 の 見直し に 合わせ て 、平成 ２ ８年度 の 実施を 予 定して お ります 。  

そ の 後 に ついて は 、概ね ５ 年毎に 行 われる 都 市計画 基 礎調査 の 結果を 踏

まえ、 土 地利用 状 況等を 調 査の上 、 行うこ と として お り、次 回 は平成 ３ １

年度を 予 定して お ります 。  

 

担当：建築指導課 開発指導係 係長 氏名 三上 透 内線９６３  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １４ ＩＣＴを活用した地方創生弘前型モデルの構築について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市が抱える様々な課題（少子高齢化、医師不足、協働教育の実現、地域経済の

活性化、インバウンドへの対応、観光客受入体制整備等）に対応するために、ＩＣＴ

＝情報通信技術の利活用は必要不可欠なものとなっています。  
医療や教育はもとより津軽地域の基幹産業である農業や主要産業になりつつある

観光などの様々な分野でのＩＣＴ利活用は、地域活性化につながるものと考えます。

さらにそのコンテンツの製作・流通は、その文化的側面のみならず、市民生活の質的

向上や新たな経済成長の実現に大きく貢献するものとして注目されています。  
これらに対応した政策を実現していくことが、少子高齢化時代の新たな産業の創出

や雇用の場の確保に繋がっていくものと考えます。  
弘前市のＩＣＴ基盤は全国でも低い水準にあり、基盤の整備はもちろん下記のよう

な本質的な取組みを行い、情報として発信する力を総合的に展開することが急務であ

ります。  

ところ…弘前地域の魅力の整理  
舞台背景としての白神山地、岩木山、弘前城、禅林街、中心市街地、  
りんご園等々  

も   の…商品の持つ潜在的な魅力の発信  
    りんごに代表される農産物、津軽塗、津軽こぎん刺し、津軽打刃物、  

郷土料理等  
こ   と…“おもてなし”力の向上  

 人が行動する事柄・接客、コミュニケーション  

弘前市の経営戦略の一環として、上記の多種多様な「情報」を受信・発信する仕組

みを構築し、他地域の成功事例の調査にはじまり、総合的な「発信」機能を持たせた

組織を、民間と連携した「弘前型」として、運用することを後押しいただけますよう

要望します。  

 

財務部 情報システム課  
都市環境部 スマートシティ推進室  

                                          経営戦略部 広聴広報課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

市では「雪」などの様々な課題を解消し、市民の生活の質を高めていくことが持続

的発展に不可欠であると捉え、弘前型スマートシティ構想を策定し、雪国における「

安心で快適なまち」の実現を目指しております。  
そのため、「くらし」、「エネルギー」、「ＩＣＴ」の大きな３つのカテゴリーに

分けた、８つのプロジェクトにより、確実かつ効率的に弘前型スマートシティ構築を

推進していくこととしております。  
 このうち、ＩＣＴの活用は地域情報の共有等により、住民サービスの一元化や医療

情報の共有、災害時の通信手段の確保など、住民の利便性と安心を向上させるサービ

ス提供が可能となることから、弘前型スマートシティ推進協議会ＩＣＴ関連部会にお

いて、民間事業者等と情報共有や意見交換を行なっております。  
 一方、ＩＣＴ基盤の整備については、県内市町村では初の公共施設等への公衆無線

ＬＡＮを平成２３年度から整備したほか、平成２６年度からは、民間の公衆無線ＬＡ

Ｎサービスも利用しながら、アクセスポイントの整備を進めております。また、平成

２４年度には、光ブロードバンドサービスエリアの拡大を行い、市内のほぼ全域で
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ブロードバンドが利用できる状況となっております。  
加えて、平成２６年度には、県内自治体では初の公開型ＧＩＳ「ひろさき便利まっ

ぷ」を公開したほか、オープンデータカタログサイト「オープンデータひろさき」を

公開し、このデータを利用したアプリも開発されております。  
この他、平成２７年度からは、除排雪車両にＧＰＳ機器を設置し、除排雪作業の見

える化を、県内初の取り組みとして公開する予定であります。 

今
後
の
処
理
方
針 

市では「弘前市経営計画」や「弘前型スマートシティ構想」に基づき、「ＩＣＴ」

を活用した社会課題の解決や地域価値の向上の実現に向けて、取り組んでいるところ

です。  
例えば 、 新たな 観 光ツー ル として 、 観光名 所 を訪れ た 際に、 ウ ェアラ ブ

ル端末 を 用いる こ とで、 外 国人旅 行 者でも わ かりや す く観光 が 出来る よ う

な環境 を 整備し て まいり た いと考 え ており ま す。  
また、近年のビックデータやオープンデータ等ＩＣＴの活用による地域の活性化に

資するとともに、ＩＣＴ基盤の整備として、民間の通信事業者が提供するＷｉ－Ｆｉ

サービスを活用したＷｉ－Ｆｉ環境の整備を進め、貴会議所等のご協力を得ながら民

間店舗等と協働で情報発信と環境整備の促進を図ってまいりたいと考えております。

更に市では、新たなシティプロモーション戦略として、弘前への郷土愛を育む市民

運動「ＨＩＲＯＳＡＫＩ ＤＥＳＩＧＮ ＷＥＥＫ」を展開していくこととしており

ます。この活動は最低５年間にわたり継続的に取り組める組織をつくり、独自のプロ

ダクト・コンテンツを開発し、新たな魅力（商品・観光等）を生み出し、それらを活

用することにより弘前を全国・世界へ発信し、クリエイティブによる弘前の地方創生

の実現に向けた取り組みとなっており、貴会議所との協力・連携は不可欠であると考

えております。  
市といたしましても、この「ＨＩＲＯＳＡＫＩ ＤＥＳＩＧＮ ＷＥＥＫ」をはじ

め、貴会議所が提案する民間事業者と連携した「組織」や弘前型スマートシティ推進

協議会などを活用し、国や関係機関の動向を注視しながら、ＩＣＴを活用した情報発

信、地方創生に取り組んでまいりたいと考えております。  
 

担当：情報システム課 情報化推進係 主幹兼情報化推進係長 諏訪 秀樹 内線３７０  
   スマートシティ推進室     室長補佐       菅野 洋  内線９３０  
   広聴広報課          主幹         原子 覚  内線２６９  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １５ 弘前ならではの景観維持について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市は落ち着いた雰囲気を醸し出す城下町としての佇まいをもっております。

つきましては、近年駅前開発等でマンション等の高い建物が増加傾向にあることか

ら、昔ながらの当市の景観を壊すことが無いよう、景観計画に基づいた街づくりを進

めていただきますよう要望いたします。  

 

                                                都市環境部 都市政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

弘前市の景観は、藩政時代の歴史的な建造物や明治以降の近代建築、岩木山、水田、

りんご園といった様々な要素から構成されております。  
場所によって特性のことなる弘前市の景観にあわせて、眺望景観保全地区や景観形

成重点地区を定めており、それぞれの特性に合わせた景観形成基準を設けておりま

す。  
市内全域において大規模な建築行為などの際の基準を設け、市に届け出てもらうこ

とにより緩やかな規制・誘導を図り、景観づくりを進めているほか、地区の特性にあ

わせた上乗せ基準を次のように定めております。  
 
・眺望景観保全地区「本丸と城西大橋からの岩木山」、「蓬莱橋からの五重塔」に

ついては特定の視点場からの眺望を確保するため、建築物等の高さなどの景観形

成基準を定めております。  
 
・景観形成重点地区「お城周り地区」は歴史的な趣を残す環境を保全するため、そ

れぞれのエリアごとの景観形成基準に基づき審査をしております。例えば、追手

門エリアでは城下町の歴史と風格にふさわしい形態とすること、桜並木から突出

した高さとならないよう基準を設けております。  
 

今
後
の
処
理
方
針 

場所や眺めの特徴に応じた景観形成基準に基づき、今後も周辺の景観に与える影響

を軽減し、全体として調和のとれた景観づくりを今後も進めてまいります。  
市内でも土地の高度利用をすすめていくべき地区と昔ながらの景観を保全してい

くべき地区があり、それぞれの特性に応じた規制誘導を図ってまいります。  
眺望景観保全地区や景観形成重点地区以外に、具体的な高さの基準を設けることに

ついては、住民意識の醸成の度合いを見ながら、重点的な取り組みが必要と判断され

た場合は追加の検討をしていくこととなります。 

担当：都市政策課 計画係 技師 蝦名 達朗 内線５３６  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １６ 都市計画における用途区域に関する柔軟な対応について 

要

望

事

項

の

内

容  

現在、弘前市の都市計画内で、新たな工場や大規模事業所を建設することは非常に

困難であります。  
つきましては、都市計画区域以外の当市の経済活性化に資する新たな工場や大規模

事業所の建設計画については、担当部署の親身な相談対応や、将来の都市計画変更ま

で視野に置きながら事業者側の意見を取り入れていただくなど、柔軟に対応してくだ

さいますよう要望いたします。  

 

                                                都市環境部 都市政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

当市で は これま で 市街化 区 域及び 用 途地域 の 設定に 当 たって 次 の２点 に

留意し て 良好な ま ちづく り を目指 し て取り 組 んでま い りまし た 。  

・ 無 秩 序 な市街 化 の抑制  

・ 住 、 商 、工、 そ れぞれ の 良好な 環 境の形 成 と保全  

 

弘 前 市 内 でもこ れ までに 北 和徳工 業 団地や 藤 代工業 団 地など 工 業団地 の

造成を 行 ってま い りまし た 。  

ま た 、 城 東第五 地 区や安 原 第二地 区 などの 土 地区画 整 理事業 に おいて 商

業施設 や 事務所 な どが立 地 できる 用 地の確 保 を行っ て まいり ま した。  

都 市 計 画 法の規 定 では、 都 市計画 区 域外に お いて１ ヘ クター ル 未満の 開

発行為 は 許可を 要 しませ ん 。その 場 合でも 道 路や排 水 施設な ど の技術 基 準

に関す る 規制は 適 用され ま すが、 建 築物等 の 用途に 関 する規 制 はござ い ま

せん。  

今
後
の
処
理
方
針 

今後迎 え る人口 減 少社会 や インフ ラ ストラ ク チャー の 維持管 理 などを 考

慮する と 市街地 の 拡大に は 慎重に な らざる を 得ませ ん 。  

既 存 市 街 地の用 途 地域の 変 更につ い ても、 変 更する 地 域とそ の 周辺の そ

れぞれ の 環境の 悪 化を防 ぐ 必要が あ り、容 易 ではご ざ いませ ん 。  

し か し 、 市内の 商 工業の 需 要を把 握 しなけ れ ば今後 の 都市づ く りに反 映

できな い ことか ら 、相談 に ついて は 随時受 付 いたし ま す。  

担当：都市政策課 計画係 主幹兼係長 中村 洋幸  内線５３６  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １７ 空き地を活用した宅地開発に係る支援について 

要

望

事

項

の

内

容  

現在、青森市や五所川原市では、空き地を活用しての宅地開発を行い、そこに家を

建てた場合、行政が道路からの下水道を設置するといった行政サービスを行うなど、

居住人口の増加策の一環としての支援を行っております。  
つきましては、弘前市においても居住人口の増加を図るための施策として上記の取

り組みを検討していただきますよう要望いたします。  

 

                                           都市環境部 都市政策課  
上下水道部 工務課  
建設部 建築指導課  

                                           都市環境部 スマートシティ推進室  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

民間の 宅 地開発 に ついて は 、受益 者 負担の 原 則に従 い 通常の 開 発行為 に

必要と な る道路 、 上下水 道 などの イ ンフラ 整 備に関 し ては事 業 者の負 担 に

よるこ と として ま いりま し た。  

公 共 下 水 道事業 区 域内の 整 備済路 線 におい て 、公共 ま すが設 置 されて い

ない土 地 につき ま しては 、 土地所 有 者より 公 共ます の 設置要 望 があれ ば 、

市で公 共 ますを 設 置し、 当 該土地 所 有者へ 受 益者負 担 金を賦 課 してお り ま

すが、 開 発行為 に 該当し 、 開発許 可 が必要 と なる場 合 は、弘 前 市開発 指 導

要綱に 基 づき、 開 発事業 者 が汚水 の 排水施 設 を設置 す ること と なって お り

ます。  

ま た 、 空 き地を 活 用した 除 排雪作 業 の効率 化 と居住 空 間の快 適 性向を 目

的とし て 、除排 雪 事業に お いては 、 平成２ ６ 年度か ら 空き地 等 遊休地 を 雪

置場と し て利用 す る事業 を 行って お ります 。  

 

今
後
の
処
理
方
針 

現在、 当 市では 立 地適正 化 計画の 策 定に向 け 作業を 進 めてお り 、地域 を

定めて 居 住を誘 導 してい く 施策を 検 討して ま いりま す が、要 望 のあり ま し

た支援 の ほかに も さまざ ま な方策 が 考えら れ 、イン フ ラ整備 に 関する 取 組

に限定 し て考え て はおり ま せん。  

今 後 と も 下水道 本 管が整 備 されて い るが、 公 共ます が 設置さ れ ていな い

土地に つ きまし て は、設 置 要望が あ れば、 市 で公共 ま すを設 置 し、受 益 者

負担金 を 賦課い た します 。  

ま た 、 宅 地分譲 等 、開発 行 為を行 う 場合は 、 弘前市 開 発指導 要 綱に基 づ

き、開 発 事業者 に おいて 汚 水の排 水 施設を 設 置する こ ととな り ます。  

除 排 雪 事 業にお け る空き 地 等遊休 地 利用に つ いては 、 除排雪 業 務の効 率

化が確 認 されて い ること か ら、除 排 雪説明 会 等にお い て事業 の 啓発を 行 い

ながら 実 施エリ ア の拡大 を 促進し ま す。  

 

担当：都市政策課 計画係   主幹兼係長 中村 洋幸  内線５３６  
   工務課 計画係     係長    工藤 昭仁  内線４３６  
   建築指導課 開発指導係 係長    三上 透   内線４４５  
   スマートシティ推進室  総括主査  樋口 英之  内線９１４  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １８ 弘前市の生活環境の向上や交通安全について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市の生活環境の向上や交通安全のため、下記について要望いたします。   

①北和徳工業団地付近の通勤路（向外瀬字豊田 六花酒造～弘前航空電子へ抜ける

道路）における歩道の確保。（現在、通勤・通学路の緊急合同点検により対策が

必要となった路線や歩行者の多い路線で計画的に整備を実施しているが、北和徳

工業団地付近の整備については計画に組み込まれていないため）      

②さくらまつり期間の弘前公園周辺の慢性的な渋滞を緩和すべく、下記の検討を要

望いたします。    
（１）シャトルバスの発着所の増設。  
（２）まつり期間中の公園周辺道路へのマイカー進入制限に関する啓発活動。（公

共交通機関の利用を広報等で周知する）  
③排雪トラックが原因で慢性的な渋滞がおきている冬期間の堀越周辺の信号機の

調整や、一方通行、雪置場出口の増設、開場時間の調整といった渋滞緩和策の実

施。  
 

 

                                                都市環境部 都市政策課  
                                              建設部 建設政策課  
                                              建設部 道路維持課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

① 歩道の整備に関しては、弘前市通学路交通安全プログラムに則り、各小学校区の

通学路の合同点検を実施した上で、児童・生徒の安全性向上を図るため、通学路や

住宅が密集している路線を優先的に整備しております。  
 
②（１）さくらまつり期間中、市では自動車交通の渋滞緩和策として、堀越雪置き場

からのシャトルバス運行のほか、平成２４年度、平成２５年度は郊外の臨時駐車

場を活用した社会実験を実施し、平成２６年度は両者を統合し、堀越～弘前中央

青果～さくら野弘前店～南瓦ヶ町とシャトルバスを運行する中心市街地誘導型

パークアンドライド事業を実施いたしました。  
 
（２）弘前さくらまつり期間中の弘前公園周辺を含む市内中心部への車両の流入を

減少させるため、岩木川河川敷に無料駐車場を設置し、誘導看板を設置する、高

速道路料金所やコンビニエンスストアなどで交通案内図を配布し、市内中心部に

進入させることなく、無料駐車場に車両を誘導しております。  
また、交通案内図には駐車場情報を掲載するとともに、公園周辺道路の渋滞が

予想されるため、ＪＲ弘前駅付近の駐車場やＪＲ弘前駅前発のバス・弘南鉄道大

鰐線の利用を働き掛ける記載も行っております。  
この交通案内図については、当市の観光情報を一元的に掲載している観光コン

ベンション協会のホームページにも掲載し、事前の周知に努めております。  
 

③ 冬期間の排雪トラックによる堀越周辺の交通渋滞については、国・県との緊密な

連携とパトロールの強化により、交通渋滞の解消に努めております。  
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今
後
の
処
理
方
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① 要望路線につきましては、現状では通学路に指定されていないことから、現在優

先的に交通安全対策を実施することとしている、弘前市通学路交通安全プログラム

の整備計画には含まれておりません。しかしながら沿線には学校施設や老人医療施

設が増加している傾向にあることから、歩行者の利用状況等を調査した上で、整備

の必要性を含め検討いたします。  
 
②（１）現在の道路の状況では、公園周辺部への大型バスの進入を増やすことは更な

る渋滞の発生を招く恐れがあります。また自動車交通の渋滞緩和だけでなく、弘

前公園来場者を中心市街地の街歩きに誘導し、中心商店街の賑わいの創出にもつ

なげたいと考えておりますが、中心部である土手町周辺でバスの乗降、転回に支

障のない場所が限られていることから増設は難しいものと考えております。  
（２）公園周辺の慢性的な渋滞を解消するため、引き続き、駐車場情報も掲載した

交通案内図の配布や、誘導看板の設置などにより市内中心部に進入させることな

く無料駐車場に車両を誘導するとともに、ＪＲ弘前駅発着のシャトルバス及び弘

南鉄道大鰐線等の公共交通機関の利用の働き掛けも行ってまいります。  
 
③ 堀越雪置き場周辺の慢性的な交通渋滞は近年発生しておりませんが、今後も排雪

トラックの台数に応じて、雪置き場のドーザーや誘導員の増強や開場時間の延長な

ど、柔軟な対応を考えております。  
また、国・県・市で設立した「弘前地区道路除排雪協議会」の中で、除排雪作業

の連携を図ることが交通渋滞などの解消につながるものと考えております。  
 

担当：都市政策課計画係      主幹兼係長 中村 洋幸  内線５３６  
   建設政策課 改良係     主幹兼係長 石川 竜明  内線４１３  
   都市政策課交通政策推進室  主幹    若松義人   内線９１３  
   観光政策課 4 大まつり振興室 室長    佐藤記一   内線５４２  
   道路維持課         課長補佐  赤石 巧   内線４５１  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １９ 地域内公共交通ネットワークの再構築について 

要

望

事

項

の

内

容  

国においては、平成２５年に地域交通に関する施策を総合的に推進するための「交

通政策基本法」を制定し、同法に基づく「交通政策基本計画」が平成２７年２月に閣

議決定がなされました。  
つきましては、それらを基本とし、弘南鉄道大鰐線を含めた弘前地域内の公共交通

ネットワークをまちづくりと一体で再構築するための検討、グランドデザイン作りを

弘前市が中心となって進めていただきますよう要望いたします。  

 

                                                都市環境部 都市政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

 
・平成 25年 12月  交 通 政 策 基本法 施 行  

・ 平 成 26年 11月  地 域 公 共 交通の 活 性化及 び 再生の 一 部を改 正 する法 律

の施行  

・ 平 成 27年 2月   交通政 策 基本計 画 閣議決 定  
 
 こ れ に よ り、 本 格的な 人 口減少 社 会にお け る地域 社 会の活 力 の維持 ・

向上を 目 標とし て 、地方 公 共団体 が 中心と な り、コ ン パクト な まちづ く

りと一 体 となっ た 面的な 公 共交通 ネ ットワ ー クの再 構 築を図 っ ていく 必

要があ る ことか ら 、国に お いて様 々 な支援 を 行うこ と として い る。  
  

今
後
の
処
理
方
針 
 現 在 、 今 後進 展 が予想 さ れてい る 人口減 少 や高齢 化 社会に 対 応する た め

のコン パ クトな 都 市構造 の 維持・ 形 成を目 的 に策定 す る立地 適 正化計 画 と

併せて 、 鉄道と 路 線バス 等 が一体 的 、総合 的 かつ持 続 的に機 能 する公 共 交

通網を 形 成する た めの地 域 公共交 通 網形成 計 画を策 定 してお り 、また 、 当

市と周 辺 市町村 を 結ぶ公 共 交通ネ ッ トワー ク に関し て は、県 が 中心と な り

関係市 町 村を交 え 検討を 行 ってお り ます。  

 こ の た め 、こ れ らに基 づ き県や 周 辺市町 村 と連携 し ながら 、 まちづ く り

と一体 と なった 公 共交通 ネ ットワ ー クの再 構 築に取 り 組んで ま いりま す 。

 

担当：都市政策課 交通政策推進室 主幹 若松義人 内線９１３  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２０ 
弘前城北公園交通広場の更なる整備充実と広報活動強化による

利用率の向上について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前城北公園交通広場は、交通に関する知識・道徳を楽しみながら学ぶことができ

るなど、子どもたちの人気も非常に高い施設でございます。  
つきましては、同公園の更なる整備の充実と、利用に関するＰＲの強化に努め、利

用率の向上を図っていただきますよう要望いたします。  

 

                                                都市環境部 都市政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

弘前城 北 公園交 通 広場は 、 国際児 童 年及び 弘 前市制 9 0周年記 念 事業の 一
環とし て 、子ど も たちが 交 通遊具 を 利用し 、 遊びな が ら交通 ル ールと 交 通

道徳を 体 得する こ とを目 的 に昭和 5 4年 7月 に 設置さ れ ており ま す。  
 
 【 設 備 の 概要 】  
 ・ D 5 1型蒸気 機 関車  1両   ・ ミ ニ S L機 関車 1 / 1 0  2両  
 ・ ミ ニ 新 幹線  2両   ・ ミ ニ S L客車  4両      
 ・ バ ッ テ リー 式 ゴーカ ー ト  2 1台  
 ・ 信 号 機 、踏 切 警報機 、 踏切遮 断 機  各 2基  
 ・ 管 理 棟 及び 研 修等  各 １ 棟    
 ・ シ ン ボ ルタ ワ ー  1基   ・ 日 よ け テ ン ト  5張  
 
 

今
後
の
処
理
方
針 

弘前城 北 公園交 通 広場は 、昭和 5 4年 7月の 開 園以来 、小学校 就 学前の 保 育
園や幼 稚 園の園 児 に対す る 交通安 全 教育の 施 設とし て 、多く の 子ども た ち

に利用 さ れてお り ます。  
また、 土 ・日祝 日 及び小 学 校の夏 休 み期間 中 には、 親 子で交 通 ルール を

学ぶこ と ができ る ことか ら 、たく さ んの親 子 連れの 方 々に利 用 されて お り

ます。  
このほ か 、指定 管 理者の 自 主事業 と して子 ど も向け の 運転免 許 証の発 行

や高齢 者 の自転 車 マナー ア ップ大 会 の開催 な ど、子 ど もから お 年寄り ま で

広く利 用 機会の 創 出に努 め ており ま す。  
しかし な がら、 交 通安全 教 育に必 要 な設備 は 整って い るもの の 、老朽 化

が進ん で いるこ と から、 指 定管理 者 ととも に 引き続 き 安全に 利 用でき る よ

う計画 的 に修繕 や 更新を 行 い、施 設 の維持 を 図って い くほか 、 今後も 市 ホ

ームペ ー ジや広 報 ひろさ き 、アッ プ ルウェ ー ブなど で 施設の 周 知に努 め 、

利用率 向 上に向 け ても取 り 組んで ま いりま す 。  
 
 

担当：都市政策課 交通政策推進室 主幹 若松義人  内線９１３  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２１ カラス・害虫被害対策について 

要

望

事

項

の

内

容  

市民生活の快適性を脅かし、また観光都市としての名声を汚すことのないよう、カ

ラス被害の防止とそのふん害による清掃対策・駆除対策の更なる強化徹底や害虫発生

情報の発信強化を要望いたします。  

 

                                                都市環境部 環境管理課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

【カラス対策】  

ごみ集積所でのカラスによる生ごみ食い荒らし対策として、黄色防鳥ネット

を町会等へ貸し出ししております。平成２５年度からは、ごみ集積ボックスを

新たに設置する町会等に対し、設置に要する費用の一部を補助しております。

平成２２年度からカラスが寄り付かない対策として、高層建物管理者等にテ

グスを無償で配布し設置を依頼しており、設置方法に関する情報も提供してお

ります。また、平成２３年度から自宅や事業所付近のカラスの追い払いに役立

ててもらうため、高輝度ＬＥＤライトの貸し出しを行っております。  

道路等への糞害については、テグス設置等の停留対策を実施している地域は

被害がなくなったものの、未対策地域は依然として糞害が見受けられているの

が現状です。このような地域には、市から提供したデッキブラシにより自主的

に清掃をしてもらう、または道路上の糞については道路管理部署が清掃するこ

とで対応しております。  

カラスの個体数調整のため、平成２４年度から箱わなによる捕獲を実施して

おります。当初２基体制でしたが、平成２５年度に１基、平成２６年度には３

基を増設し、現在６基体制で実施しております。また、農村地域では、鳥獣害

被害対策として、銃器により毎年約１，０００羽程度を駆除しております。  

カラス対策には市町村の枠組みを超えた協力が必要であることから、黒石市

と連携して、個体数調査等を実施しております。併せて、近隣市町村である平

川市・板柳町・藤崎町・大鰐町・田舎館村・西目屋村とも情報を共有しており

ます。  

 

【害虫対策】  

不快害虫である「アメリカシロヒトリ」の大量発生により、樹木が食害され

るなど、景観への影響が懸念されており、市では町会連合会の「防除用薬剤購

入費補助事業」に対する補助や、町会を対象とした「動力式薬剤噴霧機の無償

貸出」を実施しております。  

また、エリア担当職員を通じて、各町会へ「アメリカシロヒトリ」の発生情

報を提供しているほか、国や県などの関係機関に対しては、早期対応の協力依

頼をするなど、被害の拡散防止に努めております。  
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今
後
の
処
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方
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【カラス対策】  

捕獲やごみ集積ボックス設置費補助等の対策を継続するとともに、停留対

策として、カラスが頻繁に停留する場所（高層建築物など）へのテグスの設

置やライトなどによる追い払い等、ビルの管理者や市民などへのカラス対策

への協力についても引き続き依頼してまいります。  

また、カラス対策には広域的な取組が必要であることから、近隣市町村と

情報を共有し、連携を強化してまいります。  

さらに、実施している対策事業の検証や、駆除に伴う適正な個体数の解析

等を進め、弘前市の実状を考慮したカラス対策の構築に努めてまいります。

 

【害虫対策】  

薬剤購入費の補助及び動力式噴霧機の無償貸出については、継続して実施

いたします。  

また、「アメリカシロヒトリ」対策は、発生初期での駆除が効果的である

ことから、発生時期を予測するため、気象条件（気温、降水量など）との因

果関係について、データ収集及び検証を行っているところであります。その

ほか、現在、市ホームページで発生状況を公表できるよう準備を進めており

ます。  

 

 

担当：カラス対策 環境事業所  環境事業係 主事 三浦 渉  内線５０６ 
   害虫対策  環境管理課 環境保全係 主事 古川 真樹 内線２１５ 
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２２ ごみのリサイクル率アップのための更なる取り組みについて 

要

望

事

項

の

内

容  

現在、弘前市のごみのリサイクル率は全国平均に遠く及ばないばかりでなく、県内に

おいても最下位となっております。また一人一日あたりのごみの排出量も全国および県

平均・他市と比較しても多くなっている中、愛知県名古屋市では「ごみ非常事態宣言」

（集団回収等への助成強化、ごみ指定袋制度の導入等）を発表し、開始から２年間でご

みの量が２３％減少したというデータがあります。  
つきましては、当市においても他市の先進事例を参考にするなど様々な取り組みを考

案し、リサイクル率向上に向けて更なる積極的な取り組みを要望いたします。  

 

                                                 都市環境部 環境管理課  

担当：環境管理課 資源循環係 係長 福士太郎  内線４５０  
 
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

当市では、平成２３年度に策定した「弘前市ごみ処理基本計画」の中で、「平成２７

年度までに市民１人１日当たりのごみ排出量を９８０ｇに減量し、リサイクル率は２５

％を達成する。」という目標を掲げて、市民や事業者のみなさんと共にごみの減量・資

源化に取り組んでまいりました。  
しかしながら、平成２７年３月に国から公表された平成２５年度の青森県全体のごみ

排出量は、全国で４６位、リサイクル率は全国４４位となっております。  
またその中でも、弘前市の市民１人１日当たりのごみ排出量は、１，３１０ｇで県内

３９位、リサイクル率は１０．９％で県内２９位と、下位に低迷している状況です。  
弘前市のごみ処理の状況の特徴としては、事業系ごみの割合が非常に高く、全国平均

の１．８倍もの量が市内の事業所から排出されております。  
これを受けて今年度、焼却施設に持ち込まれる事業系ごみの調査を行ったところ、リ

サイクル可能なダンボールなどの古紙類や、本来産業廃棄物として処理すべきものが多

く含まれていることを確認したことから、まずは事業所から出されるごみの早急な対策

が最優先課題であると考えております。  
 

今
後
の
処
理
方
針 

今後市では、平成２８年度からを計画期間とする新たな「弘前市一般廃棄物処理基本

計画」を策定し、それに基づき、様々なごみの減量・資源化の施策を行ってまいります。

ただ、先に述べた事業系ごみへの対策は、新計画の策定と並行して早急に実施する必

要があると考え、現在、各事業所を訪問し、ごみの排出削減と適正化へ向け、理解を求

めているほか、平成２８年４月からは、焼却施設へのリサイクルできる古紙類の受入制

限を行うとともに、ごみ処理施設での廃棄物処分手数料の引き上げを行うことといたし

ました。  
今後は、各家庭においても、ごみの排出削減・再資源化に向け、さらなる意識啓発を

図っていくとともに、商工会議所会員各位をはじめ、市内全ての事業者の皆様にも、ご

みの減量・資源化、適正な排出へのなお一層のご協力をいただきながら、市民・事業者

・行政が一体となって循環型社会のまちづくりを推進してまいります。  
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今後の弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２３ 農商工連携と６次産業化に対する支援について 

要

望

事

項

の

内

容  

地元農産物による新商品開発など農商工連携による農産物の高付加価値化と６次

産業化への支援について、下記について要望いたします。  
①地元特産品を積極的に活用するための一次加工体制の仕組みづくり。  
②農商工連携事業や６次産業化による新商品開発・販路開拓への支援。  
③農業者側の取り組みを促進してもらうための農林部と商工振興部の連携による

推進。  
④各種支援制度については、申請スケジュールなど利用する側にとって利用しやす

い制度の構築。  

 

                                              農林部 農業政策課  
商工振興部 産業育成課  

 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

 
23.2  「６次産業化のための囲炉裏端座談会」を開催し、地域で６次産業化に取り

組んでいるリーダーや行政関係者による取組みの現状、課題、今後の展開方法

等について意見交換を実施。  
 
23.3  「６次産業化事業の推進に係る打合せ」を開催し、関係事業者及び関係機関

・市町村による、６次産業化関連事業の概要と同事業計画の内容等について打

合せを実施。  
 

23.4～ 農商工連携、６次産業化を通じた食産業振興を事業化。外部専門家による相
談・コーディネート事業やセミナーの開催、新商品開発助成、展示商談会への

出展など、開発・生産・販売、人材育成など多岐にわたる施策を展開。  
 

23.6～27.2 
 市内の事業者が申請した、６次産業化に取り組むための「総合化計画」１５

件が国から認定を受ける（東北最多）。  
 
27.5 「食産業」「アパレル産業」「精密・医療産業」を地域産業の重点３分野とし

て、その育成を強化することとした「弘前市産業振興基本方針」を策定。  
 
※食産業振興事業（H22～25年度）商品化実績 ６３品目  
 
平成27年度事業内容  
１）食産業アドバイザー派遣事業  
２）展示商談会「こだわり食品フェア２０１６（東京）」出展  
       「旭食品フーデム２０１６（神戸）」出展  
       「カナカン２０１６春季総合企画展示会（金沢）」出展  
３）食産業促進勉強会の開催  
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農商工 連 携や６ 次 産業化 の 取組み を 通じて 、 農産物 の 高付加 価 値化と 収

益拡大 を 図るこ と は、競 争 力の高 い 地域産 業 を形成 す る上で 重 要な視 点 あ

ると認 識 してお り 、これ ま で部局 の 垣根を 越 えて各 種 事業を 進 めてき た と

ころで す 。  

 

①  平 成 ２ ７ 年 ５ 月に策 定 した「 弘 前市産 業 振興基 本 方針」 の 中で、 『 食

産業の 基 盤とな る 加工場 の 整備』 を 強化方 針 の一つ と して掲 げ ており 、

その方 針 に基づ き 地場産 品 加工に よ る付加 価 値を生 み 出す食 産 業の育 成

を目指 し てまい り ます。  

具 体 的 に は、産 業 育成課 が 所管す る (1)「 重 点 ３ 分野 強 化コー デ ィネー

ター 」に よる助 言・指 導 、 (2)「 重 点 ３ 分野 強 化促進 費 補助金 」による 設

備投資 へ の支援 、 (3)「 工 場 等 立地 奨 励制度 」の活用 の ほか、外 部資金 獲

得の支 援 などを 行 ってま い ります 。  

 

②  地 元 農 産 物 加 工支援 事 業費補 助 金によ り 、付加 価 値の高 い 商品づ く り

を進め る ため、 生 産者や 食 品事業 者 の商品 開 発及び 販 路開拓 の 支援を 行

います 。  

ま た 、 こ れまで 当 市がブ ー ス出展 し ていた 東 京の展 示 商談会 に 加え、

新たな 販 路開拓 と して神 戸 市や金 沢 市で開 催 される 展 示商談 会 にも出 展

してま い ります 。  

 

③  相 談 事 業 に 対 する情 報 共有を 行 うほか 、 商工振 興 部事業 の 展示商 談 会

には生 産 者にも 出 展して い ただく よ う努め て まいり ま す。  

 

④  こ れ ま で の 公 募期間 を 設けた 運 用から 、 随時募 集 に変更 す るなど 、 利

用者に と って使 い やすい 制 度変更 を 心がけ て まいり ま した。 引 き続き 、

生産者 や 食品事 業 者に対 し て、相 談 ・商品 開 発及び 販 路拡大 に 係る様 々

な施策 を 行うこ と で、農 産 物の高 付 加価値 化 と収益 拡 大を図 る 取組み を

積極的 に 進めて ま いりま す 。  

 

 

担当：農業政策課 農産係長          成田 政嗣  内線５８５  
産業育成課 産業育成担当主事      猪股 豪   内線９６０  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２４ りんご産業の推進について 

要

望

事

項

の

内

容  

日本一の生産量を誇る弘前市のりんご産業の推進として下記について要望いたし

ます。  
①農業者の兼業化・高齢化による後継者不足への対策強化。  
②放任園地の有効活用と取得支援。  
③機材等の貸与制度等各種支援制度の拡充。  
④りんごの消費拡大、販売強化に向けてのトップセールス強化。  
⑤輸出推進などの対策強化。  
⑥「アップルパイのまち  弘前」が全国に広く周知されるまでの強力で長期に渡る
宣伝事業の実施。  

⑦アップルパイの更なる高品質化のための研究への支援強化。  
⑧農薬散布農家に対しての散布技術の教育、隣接地・他作物に対する飛散防止の

啓発や農薬散布設備整備の支援強化。  
⑨農薬散布農家から散布時期、時間、市用薬剤等の報告を取りまとめ隣接農家や住

民に周知するという仕組みづくり。  
 

 

                                                農林部 りんご課  
農林部 農業政策課  
農業委員会事務局  
観光振興部 観光政策課  

 

市の処理方針 

経 
 

緯 

①農業 者 の兼業 化 ・高齢 化 による 後 継者不 足 への対 策 強化に つ いて  
農業後 継 者等の 育 成や確 保 につい て は、農 業 者自身 に おかれ ま しても

対策等 は 講じて い ること か と存じ ま すが、 市 では最 も 重要な 課 題であ る

と考え て おりま す 。支援 策 として 、 後継者 に 対して は 、りん ご 生産に 関

する技 術 や農業 経 営に関 す る知識 を 習得さ せ ること に より、 地 域リー ダ

ーを育 成 すると と もに、 り んご生 産 技術等 の 継承を 図 ること を 目的と し

た後継 者 育成事 業 （りん ご 産業基 幹 青年養 成 事業、 り んご剪 定 士養成 事

業、り ん ご病害 虫 マスタ ー 養成事 業 ）を行 っ ており ま す。ま た 、農作 業

員の確 保 につい て は、り ん ご農家 が 新規に 農 作業員 を 雇用す る 場合、 研

修に要 す る期間 の 賃金に 対 する支 援 （農作 業 支援雇 用 対策事 業 ）を行 っ

ており ま す。  

さ ら に 、 平成２ ７ 年度か ら は、大 学 生や社 会 人に職 業 として の 農業の

体験機 会 を提供 し 、担い 手 の育成 ・ 確保を 図 る取組 と して、 「 ひろさ き

農業イ ン ターン シ ップ事 業 」を実 施 してお り ます。  

  こ の ほ か 、 国 で は 青 年 の 就 農 意 欲 の 喚 起 と 就 農 後 の 定 着 を 図 る た め 、

平 成 ２ ４ 年 度 よ り 「 新 規 就 農 ・ 経 営 継 承 総 合 支 援 事 業 」 を 実 施 し 、 就 農

前 の 研 修 段 階 の 青 年 就 農 予 定 者 や 経 営 の 不 安 定 な 就 農 初 期 段 階 の 青 年 就

農 者 に 対 し 「 青 年 就 農 給 付 金 」 を 給 付 し て お り 、 市 と し て も 、 こ れ ら の

制 度 を 積 極 的 に 活 用 し な が ら 、 将 来 の 農 業 を 担 う 青 年 就 農 者 の 育 成 ・ 確

保に努 め ている と ころで あ ります 。  
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②放任園地の有効活用と取得支援について  
農地法 で は農地 の 権利を 有 する者 の 責務と し て、効 率 的な利 用 を確保

するよ う 定めら れ ており ま す。  

遊 休 農 地 となっ た 放任園 地 は、農 業 委員会 で は農地 の 権利を 有 する者

に対し 、 利用意 向 調査を 行 い、自 ら 耕作で き ない場 合 には農 地 の維持 管

理の指 導 やあっ せ ん等を 行 うほか 、 所有者 の 依頼に よ り農地 の 売買・ 貸

借情報 の 提供・ 公 開を積 極 的に行 い 、その 解 消に努 め ており ま す。  

ま た 、 公 益社団 法 人あお も り農林 業 支援セ ン ターが 、 県から 農 地中間

管理機 構 の指定 を 受け、 平 成２６ 年 度から 、 農地の 集 積や集 約 化を図 り

、生産 性 を向上 さ せるた め 、機構 が 農地を 借 り受け て 、意欲 あ る農業 者

へ貸し 付 ける農 地 中間管 理 事業を 実 施して お ります 。  

市 で は 、 機構と 農 地中間 管 理事業 業 務委託 契 約を締 結 し、農 地 の貸付

希望者 や 借受希 望 者から の 申込受 付 等を行 っ ており ま す。  

 
③機材等の貸与制度等各種支援制度の拡充について  
  農業者が経営規模の拡大や経営の多角化を図っていくためには、農業用機械の整

備等が必要となっております。  
  このため、国では、人・農地プランに中心経営体として位置づけられた農業者が、

融資等により農業用機械等を導入する場合、融資等の残額（自己負担部分）につい

て事業費の３割を上限として補助する「経営体育成支援事業」を行っており、市と

しても、この制度を積極的に活用しながら、意欲的な農業者が行う農業用機械等の

導入を支援しているところであります。  
そのほか、りんごの安定生産、省力化、低コスト化に向けた取り組みを支援し、

生産力の強化を図ることを目的とし、「りんご園等改植事業」・「りんご防除機械

等導入事業」・「果樹共済加入促進対策事業」など、多様な事業を実施し、農業者

支援を行っております。  
 
④りんごの消費拡大、販売強化に向けてのトップセールス強化について  
  りんごの消費拡大のため、平成２３年度から東京・大阪をはじめとした消費地で

「弘前産りんごＰＲキャラバン」を開催しております。平成２３年度全国９エリア

から２６年度までに１１エリアに拡大、併せて全エリアにおいて「弘前アップルウ

ィーク」を実施しております。  
 
⑤輸出推進などの対策強化について  
  原発事故の影響による各国のりんご輸入規制の解除や輸出環境の正常化を、

県を通じ国に働きかけてきました。 

また、果物交流を図っている台湾台南市でのりんごキャンペーンの継続実施、

関係機関（県・青森県農林水産物輸出促進協議会など）と連携しながらの新た

な市場調査、輸出セミナーの開催や支援事業による輸出促進に向けた取組みを

行っています。 

 

⑥「アップルパイのまち  弘前」が全国に広く周知されるまでの強力で長期に渡る宣
伝事業の実施について  

  平成２４年度から官民一体となって「りんご王国推進会議（平成２５年度ま

ではまちなかりんごだらけ実行委員会）」を組織し、弘前が誇る「りんご」や、

アップルパイを含む加工品等を様々なイベントでＰＲしております。 

また、旅行雑誌にアップルパイに関する広告を掲載し、首都圏や大阪等での

イベントやエージェント訪問では、アップルパイガイドマップを積極的に配布

するなど、あらゆる機会を捉えて宣伝活動を行っております。 
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⑦アップルパイの更なる高品質化のための研究への支援強化について 

  ６次産業化による農業所得向上のため、付加価値の高い商品づくりを進める

ための商品開発や催事出店への支援を積極的に行っております。 

 
⑧農薬散布農家に対しての散布技術の教育、隣接地・他作物に対する飛散防止の啓発

や農薬散布設備整備の支援強化について  
農薬散布については、これまでも青森県をはじめ、各関係団体において、指導及

び注意喚起を行ってきたところです。  
また、個別の相談案件についても、関係各課の協力を得て対応しているところで

す。  
なお、③で紹介している「りんご防除機械等導入事業」のスピードスプレヤーに

ついては、農薬飛散を低減するドリフト低減ノズル付きであることを条件としてい

ます。  
 
⑨農薬散布農家から散布時期、時間、市用薬剤等の報告を取りまとめ隣接農家や住民

に周知するという仕組みづくりについて  
  農薬散布時期については、「青森県りんご病害虫防除暦」を基準として作業して

おります。この中で散布時期や使用薬剤等について明記されております。  
  散布にあたり、事前に周辺住民に対し、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の

種類及び農薬使用者等の連絡先と十分な時間的余裕をもって幅広く周知すること

としています。他に迷惑を掛けないよう心がけることが大切です。  

今

後

の

処

理

方

針 

①農業 者 の兼業 化 ・高齢 化 による 後 継者不 足 への対 策 強化に つ いて  
引き続 き 国の事 業 を活用 し ながら 、 就農に 係 る負担 軽 減及び 就 農後の

定着が 図 られる よ う給付 事 業等の 支 援策を 講 じ、り ん ご農家 の 育成・ 確

保に努 め てまい り ます。  

 
②放任園地の有効活用と取得支援について  

引 き 続 き 農 地 中 間 管 理 事 業 に よ る 担 い 手 へ の 農 地 集 積 を 進 め る ほ か 、

遊 休 農 地 の 所 有 者 以 外 に も 利 用 意 向 調 査 を 実 施 し 、 離 農 意 向 の 農 家 に 対

し 、 遊 休 化 す る 前 に 農 地 の あ っ せ ん 等 を 行 う な ど 、 農 地 の 活 用 促 進 を 図

ってま い ります 。  

同 時 に 、 引 き 続 い て 農 地 中 間 管 理 事 業 の 周 知 を 図 り 、 農 地 の 貸 付 希 望

者 や 借 受 希 望 者 の 掘 り 起 し を 行 い 、 放 任 園 地 の 有 効 活 用 が 促 さ れ る よ う

努めて ま いりま す 。  

 

③機材等の貸与制度等各種支援制度の拡充について  
  引き続き、国の「経営体育成支援事業」を活用しながら、農業用機械等の導入に

係る農業者の負担軽減を図るよう支援してまいります。  
また、農業者の要望を伺いながら、広くご利用いただけるような支援制度づくり

を心掛け、事業実施に努めてまいります。  
 

④りんごの消費拡大、販売強化に向けてのトップセールス強化について  
  りんごの消費拡大を目的とした「弘前産りんごＰＲキャラバン」を、継続で実施

していることから、市場・青果会社等との関係強化が図られ、弘前産りんごに特化

した売場による「弘前アップルウィーク」の店舗数・取扱数量は増加傾向にありま

す。  
今後も、これまでの取組みをベースとしながら、市場や店頭でのトップセールス、

新聞・ＴＶ等のメディア活用、自治体や企業等への表敬訪問など、各エリアの特性

に合わせた活動を展開しりんごの消費喚起を図るほか、開催エリアの見直し・拡大

を検討し販路の開拓・拡大に努めます。 
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⑤輸出推進などの対策強化について  
輸出の 推 進につ い ては、 青 森りん ご の評価 が 高い台 湾 台南市 と の果物

交流を 継 続して き たこと に より、 台 南市を 足 掛かり に 、新北 市 ・台中 市

２都市 へ の拡大 に 繫がり ま した。  

今 後 も 、 交流事 業 を継続 し 新たな 販 路拡大 を 図って ま いりま す 。  

ま た 、 輸 出候補 国 での市 場 調査や 商 談に対 す る支援 に 加え、 新 たに輸

出先の 開 拓や販 売 促進に 係 る支援 策 を増強 し て、り ん ごの輸 出 促進を 図

ってま い ります 。  

 
⑥「アップルパイのまち  弘前」が全国に広く周知されるまでの強力で長期に渡る宣
伝事業の実施について  
「りんご王国弘前」をコンセプトに、全国各地で開催されるイベント等でアップ

ルパイの販売やＰＲを積極的に行い、雑誌やりんご王国ウェブサイトなどの広告媒

体を活用するなど、効果的なＰＲに努めてまいります。  
また、北海道新幹線開業や青函ＤＣ（平成２８年７月～９月）を最大限活用でき

るよう、クーポン等の企画検討や、旅行会社への商品造成働きかけなど、長期的な

ＰＲを展開します。  
 
⑦アップルパイの更なる高品質化のための研究への支援強化について  
  引 き 続 き 、 付 加価値 の 高い商 品 づくり を 進める た め、新 商 品開発 に 係

る助成 を 行いな が ら、差 別 化され た 収益性 の 高い商 品 開発を 支 援し、 農

・商・ 工 業者そ れ ぞれの 経 営環境 の 改善に 努 めてま い ります 。  

 

⑧ 農薬散布農家に対しての散布技術の教育、隣接地・他作物に対する飛散防止の啓

発や農薬散布設備整備の支援強化について  
  引き続き、各関係団体と協力し、指導及び注意喚起を促しながら、ＨＰ等を利用

して周知に努めます。  
 

⑨農薬散布農家から散布時期、時間、市用薬剤等の報告を取りまとめ隣接農家や住民

に周知するという仕組みづくりについて  
  引き続き、各関係団体と協力し、指導及び注意喚起を促しながら、ＨＰ等を利用

して周知に努めます。  

担当：りんご課  販売促進係 課長補佐兼係長 笹  秀昭 内線５８７  
りんご課  生産振興係 主幹兼係長   高谷  一豊 内線９１１  
農業政策課 計画推進係 主査      中谷 陽  内線５７９  
農業政策課 農業振興係 係長      木村  淳子 内線５８１  

   農業政策課 農産係   係長      成田  政嗣 内線５８５  
   農業委員会 農地係   係長      石岡  博之 内線４８９  
   農業委員会 農政係   係長      伊藤  靖記 内線５５４  
   観光政策課 企画戦略係 主事      鳴海  孝昭 内線２３２  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２５ 「弘前の地酒とシードルで乾杯条例」の早期制定について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前独自の物産、食文化への更なる関心向上に向けた取り組みとしての 「弘前の

地酒とシードルで乾杯条例」を理念条例としての早期制定を要望いたします。  
 

 

                                       商工振興部 商工政策課  

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

名峰岩木山の恵みを受けた当市は、江戸時代から続く老舗など日本酒の蔵元が７つ

もある、県内でも有数の地酒づくりが盛んな地域です。世界規模や全国規模の大会に

おいても金賞を受賞するなど、当市の日本酒に対する評価は大変高いものであるとい

えます。  
【弘前産日本酒の金賞受賞歴】  
・インターナショナルワインチャレンジＳＡＫＥ部門  
  平成２５年４月  六花酒造 大吟醸じょっぱり  
          齋藤酒造 六根 翡翠 純米大吟醸酒  
  平成２６年４月  六花酒造 純米大吟醸 じょっぱり華想い  
・全国新酒鑑評会  
  平成２６年度   六花酒造 じょっぱり  
          三浦酒造 豊盃     等  
また、りんご果汁でつくるシードルの製造所も３つあり、市でも５月にりんご公園

でシードルナイトを開催するなど、普及啓発に努めております。  
【今年度の取り組み】  
 ・既に条例を制定している自治体へのアンケート調査  
 （平成２７年  ６月実施  照会：３６自治体／回答：３１自治体）  
・広報ひろさき・市ホームページでの啓発  
（平成２７年１２月実施 「年末年始は弘前のお酒で乾杯」） 

今
後
の
処
理
方
針 

乾杯条例は、平成２５年１月に京都市が制定して以来、全国各地で制定が相次いで

おり、本県においても平成２６年１１月から黒石市が施行しています。  
当市において乾杯条例を制定することは、弘前独自の物産、食文化への更なる関心

向上に向けた取り組みの一つとして考えられます。  
平成２７年６月に、既に条例を制定している自治体に対して行ったアンケート調査

では、「条例制定は大きな効果があった」が６％、「少し効果があった」が７４％の

回答を頂いておりますが、「条例を制定することが目的ではなく、地域に即した取り

組みを行うことが重要」や、「嗜好品のため、好まない人への配慮が必要」、「条例

制定後も条例の主旨等ＰＲできる場を作っていくことが必要」などのご意見も頂いて

おります。  
今後は、アンケート調査の結果を踏まえて、地酒（シードル含む）の認知度向上に

よる消費拡大のための具体的な取り組みなどを、貴所、弘前市物産協会及び市で構成

するＢＵＹひろさき推進本部においてまずは議論し、計画を立ててまいります。その

上で条例化についても協議してまいります。  

担当：商工政策課 物産振興室 主事 奈良  賢太郎 内線２５２  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２６ 
ＪＲ弘前駅中央口における大型観光バス発着に関する柔軟な対応

について 

要

望

事

項

の

内

容  

現在、ＪＲ弘前駅城東口においては４台駐車可能なバスプールの設置に加え、ねぷ

たまつり期間中の緑地帯の開放等で対応しておりますが、中央口においては、現在の

ところ大型観光バスの発着ができない状況です。今後、青森・函館ディスティネーシ

ョンキャンペーンや豪華客船入港などにより観光客の増加が見込まれる中、中心市街

地回遊の観点からも、大型観光バスの発着について需要に応じて関係機関（ＪＲ、弘

南バス、弘前ハイヤー協会等）と調整を図りながら柔軟な対応を要望いたします。

 

観光振興部 観光政策課  
都市環境部 都市政策課  

 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

ＪＲ弘前駅中央口については、交通、運輸、商工関係者らと計画について検討を重

ね、交通結節点としてタクシープールや路線バスの乗降場、一般車両の乗降場を整備

しております。バスプールについては、弘前駅城東口広場に４台駐車できるバスプー

ルがあるほか、弘前さくらまつり及び弘前ねぷたまつりの期間には、バスプールとし

て弘前駅城東口緑地を開放しております。  

今
後
の
処
理
方
針 

弘前駅中央口広場には、タクシー乗降場や路線バスの停留所が配置されており、観

光バスを待機させるスペースを確保できないことから、現時点では新たにバスプール

を整備する予定や臨時のバス乗降場を設置する予定はございません。  
また、弘前さくらまつりの期間については、郊外に臨時無料駐車場を設置し、土手

町までの無料シャトルバスを運行することにより、街歩きによる中心市街地回遊への

誘導を図っているとともに、中心市街地の慢性的な渋滞解消に努めているところであ

ります。  
特に多くの観光客が当市を訪れる弘前さくらまつりや弘前ねぷたまつりの期間に

ついては、大型観光バスを弘前駅中央口に誘導することにより付近の交通渋滞を助長

するおそれがあると考えられることから、大型観光バスについては、平常時も含めて

弘前駅城東口のバスプールをご利用いただきますようご理解をいただきたいと考え

ております。  

担当：観光政策課政策調整担当 主査    木村 幸生  内線５３５  
   都市政策課計画係    主幹兼係長 中村 洋幸  内線５３６  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２７ 
外国人旅行者に対する弘前駅周辺の案内図、看板等の整備促進に

ついて 

要

望

事

項

の

内

容  

現在、弘前市においてはインバウンド観光の推進を強力に行っておりますが、当市

の玄関口であるＪＲ弘前駅周辺の公共交通機関への誘導案内について、外国人旅行者

側から見た場合、見づらくわかりづらい表示となっております。  
つきましては、ＪＲ弘前駅周辺の案内（特に外国語表記）について、今一度外国人

観光客の視点に立って検証を行い、公共交通機関への誘導等の整備を行っていただき

ますよう要望いたします。  

 

                                      観光振興部 国際広域観光課  
都市環境部 都市政策課  

 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

市が設 置 してい る 既存の 観 光案内 板 や標柱 に ついて は 、設置 後 、掲載 内

容の更 新 や見直 し が行わ れ ていな い ため、 古 い情報 の ままに な ってい る も

のや、 経 年劣化 に よる破 損 のほか 、 表示が 見 えづら く なって い るもの な ど

が散見 さ れてい る 状況に あ ります 。  

  

・ 平 成 ２ １年度  市 街 地 観 光案内 標 識  見 直 し 工事  

 

・ 平 成 ２ ３年度  市 街 地 観 光案内 標 柱  設 置 工 事  

 

・ 平 成 ２ ７年度  ミ シ ュ ラ ン・グ リ ーンガ イ ドジャ ポ ン看板  

        設 置 予 定 （場所 ： ＪＲ弘 前 駅建物 ）  

 

・ そ の 他 、市内 マ ップ（ ４ か国語 ： 英語、 韓 国語、 繁 体字、 簡 体字） や

１００ 円 バス（ 英 語版） チ ラシを 、 弘前市 観 光案内 所 （ＪＲ 弘 前駅自

由通路 内 ）に設 置 。  

 

 ま た 、 多 くの 外 国人が 、 ＪＲ弘 前 駅を訪 れ ると思 わ れる日 （ クルー ズ 船

来航） に は、Ｊ Ｒ 弘前駅 改 札出口 に 臨時の 観 光案内 所 を設置 し 、公共 交 通

機関へ ス ムーズ な 誘導に 努 めてお り ます。  

 

今
後
の
処
理
方
針 

外国人観光客のスムーズな誘導対応については、受入環境整 備 の一環 と して、

市街地 全 域で今 後 対応し て いかな け ればな ら ない案 件 である と 認識し て お

ります 。  

特 に 、 市の玄関口であるＪＲ弘前駅近辺については、今後、個人での外国人観光

客の増加が想定されることからも、重要度が高いと考えておりますので、効果的な誘

導に努めてまい り ます。  

 

※ 平 成 ２ ８年度 事 業で、 Ｊ Ｒ弘前 駅 に公共 交 通機関 へ の誘導 を 図る５ 言

語（日 本 語、英 語 、韓国 語 、繁体 字 、簡体 字 ）の案 内 板設置 予 定。  

担当：国際広域観光課 国際広域観光係 係長 成田真也  内線５３２  
   都市政策課   交通政策推進室 主幹 若松義人  内線９１３  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２８ 
鍛冶町地区における観光客などの集客を図るための環境整備に

ついて 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市中心街に位置し、当市の歓楽街として存在する鍛冶町地区が最近はやや衰退

傾向にあります。  
つきましては、今後の鍛冶町地区の活性化を図るため、近年増加傾向にある海外観

光客へ対応した観光案内板の設置など、適時適宜で継続的な施策と環境整備の強化を

要望いたします。  

                                        
観光振興部 国際広域観光課  
観光振興部 観光政策課  
商工振興部 商工政策課  

 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

市が設 置 してい る 既存の 観 光案内 板 や標柱 に ついて は 、設置 後 、掲載 内

容の更 新 や見直 し が行わ れ ていな い ため、 古 い情報 の ままに な ってい る も

のや、 経 年劣化 に よる破 損 のほか 、 表示が 見 えづら く なって い るもの な ど

が散見 さ れてい る 状況に あ ります 。  

  

 平 成 ２ １ 年度  市 街 地 観 光案内 標 識  見 直 し 工事  

 

 平 成 ２ ３ 年度  市 街 地 観 光案内 標 柱  設 置 工 事  

 

平 成 ２ ６ 年度  ミ シ ュ ラ ン ・グリ ー ンガイ ド ジャポ ン 看板設 置  

        （ 弘 前 市 立観光 館 ・弘前 公 園）  

  

 平 成 ２ ７ 年度  ミ シ ュ ラ ン・グ リ ーンガ イ ドジャ ポ ン看板 設 置予定  

        （ Ｊ Ｒ 弘 前駅建 物 内）  

今
後
の
処
理
方
針 

海外観光客へ対応した観光案内板については、鍛冶町 地区に 限 定した も のでは

なく、 国 内外の 観 光客の 受 入環境 整 備の一 環 として 、 市街地 全 域で今 後 対

応して い かなけ れ ばなら な い案件 で あると 認 識して お ります 。  

既 存 の 観 光案内 板 の情報 更 新や多 言 語化を 進 めてい く 中で、 よ り案内 効

果の高 い 内容や 設 置場所 な ども含 め て検討 し てまい り ます。  

担当：国際広域観光課 国際広域観光係   係長 成田真也  内線５３２  
   観光政策課   企画戦略係     係長 佐藤大介  内線５３５  

    商工政策課   商業振興係     係長 山内浩弥  内線９６１  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２９ 岩木山の豊かな環境を活用した岩木地区の利活用について 

要

望

事

項

の

内

容  

岩木山の自然や環境を最大限に活用できるように民間や NPO 法人などを含めた総
合的な岩木山利活用検討委員会の設置を要望いたします。  

 

                                                 岩木総合支所 総務課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

弘前市経営計画では、岩木地区の地域資源を守り活かす取り組みとして NPO 法人
「日本で最も美しい村」連合加盟事業を計画しています。  
同連合は、失ったら二度と取り戻すことができない日本の農山村の景観・文化など

の地域資源を守り活かし、地域の自立を推進するという理念のもと、地域づくりの運

動に取り組む団体です。現在日本全国で６０地域が加盟しています。また、世界連合

にも加盟しており、その知名度や注目度が年々向上しています。  
同連合へ加盟し、岩木地区の自然環境、文化等の地域資源を守り活かす取り組みを

活性化することにより、観光的付加価値が高まり、地域資源の保護と地域経済の発展

が期待できます。  
市では、平成２７年１１月に、同連合への加盟主体となる団体を設立するために、

岩木地区の活性化に取り組む住民・商工観光・農業・文化など各分野の団体等へ参加

の呼びかけを行い、趣旨に賛同した２４団体等で「日本で最も美しい村づくり岩木協

議会」を設立しました。  

今
後
の
処
理
方
針 

「日本 で 最も美 し い村づ く り岩木 協 議会」 に おいて 、 岩木山 を はじめ と

した岩 木 地区の 自 然や環 境 を最大 限 に活用 し た取り 組 みを検 討 してま い り

ます。  

担当：岩木総合支所総務課 地域振興係 主事 佐藤和広 内線６１３  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３０ 観光用人力車の導入の検討について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前城石垣修理事業で、弘前城の「曳屋」が全国的に注目を集めている現在、城下

町の魅力を増加させ、更なる観光客を獲得するため、民間事業者や関係機関と連携し

観光用人力車の導入・実施の協力、支援の検討を要望いたします。  

 

観光振興部 観光政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

本市で は 弘前固 有 の歴史 的 風致の 維 持及び 向 上を図 る ため、 平 成２１ 年

度に弘 前 市歴史 的 風致維 持 向上計 画 を策定 し 、歴史 的 建造物 や まち並 み の

保存・ 活 用と地 域 の伝統 的 な活動 に よる城 下 町弘前 の 歴史ま ち づくり を 進

めてい ま す。  

人 力 車 の 運行は 、 平成 27年 11月 7～ 8日 に 藤 田 記念庭 園 を会場 に 開催さ れ

た「ひ ろ さきハ イ カラ庭 園 」にお い て、同 庭 園から 弘 前公園 追 手門周 辺 ま

で実施 さ れまし た 。  

 

今
後
の
処
理
方
針 

人力車 の 運行は 歴 史的建 造 物や街 並 みが多 く 残る当 市 の魅力 を 旅行者 に

楽しん で いただ く ツール の １つに 成 り得る も のと捉 え られま す 。  

ただし、当地は全国有数の豪雪地帯であるため冬期間の運行などを含め、

運用面 や 採算面 で 課題が あ ります 。  

こ の よ う な課題 を クリア し たうえ で 、民間 事 業者等 が 人力車 の 運行事 業

を実施 す る場合 に は事業 の 内容に 応 じて協 力 したい と 考えて お ります 。  

担当：観光政策課 政策調整担当 主幹 土岐康之 内線５３５  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３１ 観光客に対するおもてなしについて 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市は、四季を通じて観光客が多く訪れるほかイベントも多く開催されており、

県内外から訪れるお客様も年々増えております。  
つきましては、“お客様も地域住民も、ともに共感・共鳴できる感動と交流の場”

という「弘前感交劇場」のコンセプトのもとに、事業者のみならず一般市民も含めた

「おもてなし」に対する啓発運動や祭り開催前には「おもてなしキャンペーン」等行

うなど、弘前市全体で観光都市としてのおもてなしの機運の醸成を図っていただきま

すよう要望いたします。  

 

観光振興部 観光政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

 市では、観光ホスピタリティの向上のため、①おもてなしガイド育成事業、②よう

こそ弘前おもてなし事業の２点を弘前市経営計画に掲げ、政策を進めております。

 現在、当市では豊富な知識・経験を活かした温かみのある観光ボランティアガイド

が活躍しており、観光都市弘前のイメージアップに大きく貢献しています。加えて、

年数回の勉強会や、津軽ひろさき歴史文化観光検定の実施により、ガイドが可能な人

材の予備軍ができつつあります。  
 また、弘前駅自由通路を活用し、イベントや臨時列車の運行に合わせ、津軽三味線

の生演奏や特産品のふるまい等、弘前らしさをアピールすることで、歓迎ムードを醸

成してまいります。  
 インバウンド対策として、外国人旅行者の利便性を向上させるためサイン表示等の

環境を整備するとともに、Ｗｉ -Ｆｉ利用可能エリアの拡大を図ってきております。
 
 

今
後
の
処
理
方
針 
 当市観光ボランティアガイドの年間の案内実績は国内有数ですが、さらに多くのガ

イド並びに予備軍を育成し、様々な場面で観光客をおもてなしするべく活用の方法を

検討してまいります。  
 平成２８年３月２６日には北海道新幹線が開通し、弘前市の玄関口であるＪＲ弘前

駅にもさらに多くの観光客が来ることが予想されます。それを踏まえ、以前と同様、

今後の再訪につなげるようなおもてなしの方法を検討・実行していくとともに、市民

のおもてなしに対する意識の機運醸成を図ってまいります。  
 弘前を訪れる外国人向けには、歴史的建造物に設置する説明板を多言語表記にした

り、設定するモデルコースの多言語パンフレットを作成・配布したりするなどして受

入環境を整えるとともに、青森～中国（杭州・天津）便が平成２８年春に就航するこ

とに合わせ、中国人旅行者受入セミナーを開催し、中国人を含めた外国人の理解を深

めるよう努めてまいります（平成２８年１月１回目開催）。  
  

担当：観光政策課 企画戦略係 主査 田中 洋之  内線５３５  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３２ 観光施設のトイレ整備について 

要

望

事

項

の

内

容  

現在、岩木山神社のトイレに洋式や身障者用が無く、そこを訪れる観光客の方々は

不便さを感じている現状があります。  
つきましては、現在様々な観光客が訪れている中、岩木山神社を始めとした観光施

設のトイレのうち、最低 1 つは洋式・身障者用に整備していただきますよう要望いた
します。  

 

観光振興部 観光政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

岩木山 神 社の公 衆 トイレ 「 安堵館 」 につい て は、旧 岩 木町時 代 に、当 時

設置さ れ ていた ト イレの 老 朽化に よ る改修 の 要望等 が あった こ とから 、 昭

和６３ 年 に全面 改 修工事 を 行い、 お 山参詣 や 神社へ の 参拝者 、 岩木山 へ の

登山者 な ど、多 く のお客 様 に利用 い ただい て おりま す 。  

し か し 、 安堵館 を はじめ と した観 光 施設の ト イレに つ きまし て は、身 障

者や高 齢 者の利 用 に配慮 さ れた環 境 に整備 さ れてい な いもの が 見受け ら れ

る現状 と なって お ります 。  

 

今
後
の
処
理
方
針 

岩木山 周 辺の観 光 振興を 進 めるう え で受け 入 れ態勢 の 整備が 緊 急の課 題

である と 認識し て いるこ と から、岩木山神社のトイレ に つきま し ては、国 の

補助事 業 を活用 し 、平成 ２ ８年度 に 改修工 事 を行い ま す。工 事 の内容 は 便

器の洋 式 化、身 障 者など の 利用に 配 慮した 車 いす対 応 のスロ ー プを備 え た

多目的 ト イレの 設 置など で ありま す 。  

ま た 、 そ の他の 観 光施設 の トイレ に つきま し ても施 設 のバリ ア フリー 化

など、 設 備の充 実 を図っ て いく必 要 がある と 認識し て おりま す ので、 計 画

的に受 入 環境の 整 備を検 討 したい と 考えて お ります 。  

 担当：観光政策課 課長補佐 石澤 淳一  内線５４２  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３３ 弘前ねぷたまつり観覧に対する対応について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市が全国に誇る弘前ねぷたまつり観覧につきまして、下記の検討を要望いたし

ます。  
①ねぷた運行の前日からガムテープや敷物を使って場所取りをしている現状に対

する場所取りのマナー遵守の呼びかけ。  
②観光客の方々に弘前ねぷたを存分に楽しんでいただくため、商店街等の協力のも

と店舗前の無料または少額での観光客優先席や予約席の設置の検討。  

 

観光振興部 観光政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

全国の ま つりや イ ベント で は、観 客 の場所 取 り行為 が 過度に 加 熱し、 ま

つり運 営 に支障 が 生じた り 、観光 客 の方に ま つりを 十 分に楽 し んでい た だ

けない 事 例があ る ことが 報 道され て います 。  

弘 前 ね ぷ たまつ り におい て は、弘 前 観光コ ン ベンシ ョ ン協会 が 設置す る

有料観 覧 席を除 き 、すべ て の区域 に おいて 自 由に観 覧 するこ と ができ る こ

ととな っ ており ま す。  

こ の こ と から、 運 行コー ス 上の歩 道 にガム テ ープや シ ートを 貼 るなど の

場所取 り が行わ れ ており 、 観光政 策 課職員 及 び清掃 委 託業者 が 歩行に 支 障

がある も の、飛 散 のおそ れ がある も のなど を 撤去し て おりま す 。  

ま た 、 ね ぷたま つ りのチ ラ シや路 上 看板を 用 いて、 歩 行の妨 げ となる 場

所取り を やめる よ う、マ ナ ー向上 の 啓発を 行 ってお り ます。  

 

今
後
の
処
理
方
針 

平成２７年度から弘前ねぷたまつりの主催者として、弘前ねぷたまつり運営委員会

を設立し、まつりの運営については運営委員会の実務機関である実務者委員会を立

ち上げ、関係団体が協議し、進めていくこととなりました。  
過度な場所取りの自粛や、場所取りが歩行の妨げや、歩行者や車両の通行に危険を

及ぼすことなど、場所取りに係るマナー向上の意識啓発についても運営委員会にお

いて協議してまいります。  
また、観光客の方々に弘前ねぷたを存分に楽しんでいただくため、商店街等の協力

のもと店舗前の無料または少額での観光客優先席や予約席の設置の検討について

は、市内商工業者で組織する貴商工会議所の商店街への強いリーダーシップが不可

欠であると考えておりますので、主催者の一員である貴商工会議所や商店街振興組

合が加入する実務者委員会で協議してまいります。 

担当：観光政策課 ４大まつり振興室 室長 佐藤 記一 内線５４２  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３４ 
北海道新幹線新函館駅開業後のさらなる誘客等の検討・実施につ

いて 

要

望

事

項

の

内

容  

現在、北海道新幹線新函館駅開業を見据え、弘前市と当商工会議所は連携しながら、

交流人口の増加による経済活性化を図るべく、函館市との共同のもとに様々な事業を

展開しております。  
つきましては、開業後の函館市からの外国人観光客含めた誘客や津軽海峡を挟んだ

旅行商品の開発、物産出店、イベント交流など行政としてさらなる施策の検討・実施

を要望いたします。  

 

観光振興部 国際広域観光課  
商工振興部 商工政策課  

 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

主な函 館 市との 連 携事業  

【 平 成 ２ ７年度 】  

＜ イ ベ ン ト・物 産 出店関 係 ＞  

○ 函 館 ・ 東北チ ャ リティ プ ロモー シ ョン２ ０ １５  

○ 函 館 グ ルメサ ー カス  

○ は こ だ てクリ ス マスフ ァ ンタジ ー  等  

 

＜ 旅 行 商 品開発 関 係＞  

○ 台 湾 へ の合同 ト ップセ ー ルス  

○ 台 湾 や タイな ど の旅行 博 覧会で 共 同ＰＲ  

○ 青 函 圏 観光都 市 会議で の ＰＲ冊 子 作成  

 

 

今
後
の
処
理
方
針 

函館市との連携については、平成２３年の「第１回津軽海峡観光クラスター会議」

を皮切りに、自治体のみならず貴所をはじめとする民間レベルでの交流など、オール

弘前体制で取り組んでまいりました。  
その結果、イベントや物産の交流、互いの特性を生かした民間事業者間での商品開

発など、活発な連携が行われてきたところであります。  
平成２８年３月２６日には、北海道新幹線新函館北斗駅が開業となります。青函圏

観光都市会議では、これに合わせて青函圏周遊博を４月８日より実施し、旅行商品の

開発など国内外の誘客をこれまで以上に強化してまいります。  
連携イベント等については、平成２７年度と同程度の実施・参加を予定しておりま

すが、一部のイベントでは弘前ねぷたを函館で運行するなど、ボリューム感を増した

ＰＲの実施も検討中ですので、引き続きオール弘前体制での連携を継続してまいりた

いと考えております。  
 

 

担当：国際広域観光課 国際広域観光係 係長 成田真也  内線５３２  
   商工政策課   物産振興室   主査 齋藤貴志  内線２５２  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３５ 四大まつり運営委員会の設置について 

要

望

事

項

の

内

容  

現在、弘前さくらまつり、ねぷたまつり、菊と紅葉まつり、雪燈籠まつりについて

は、まつりごとに委員会を設置・運営を行っております。  
つきましては、主催四者を中心に、より効果的・効率的な四大まつり運営体制を図

り、「弘前感交劇場」のコンセプトのもと、ビッグデータ・オープンデータを活用し、

オール弘前体制を構築することで山積している課題解決をめざす必要がありますの

で、まつり全体を運営する「四大まつり運営委員会」の早急な設置を要望いたします。

 

観光振興部 観光政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

現在、 四 大まつ り のうち 、 弘前さ く らまつ り は、弘 前 市、弘 前 商工会 議

所、（ 公 社）弘 前 観光コ ン ベンシ ョ ン協会 及 び（公 社 ）弘前 市 物産協 会 が

主催４ 者 となり 開 催して い ます。  

ま た 、 弘 前城菊 と 紅葉ま つ り及び 弘 前城雪 燈 籠まつ り は、弘 前 市、弘 前

商工会 議 所、（ 公 社）弘 前 観光コ ン ベンシ ョ ン協会 及 び（公 社 ）弘前 市 物

産協会 を はじめ 関 係団体 で 組織す る 実行委 員 会方式 に よる開 催 となっ て お

ります 。  

さ ら に 、 弘前ね ぷ たまつ り につい て も、平 成 ２７年 度 に、弘 前 市、弘 前

商工会 議 所、（ 公 社）弘 前 観光コ ン ベンシ ョ ン協会 及 び（公 社 ）弘前 市 物

産協会 の 従来の 主 催４者 に 、合同 運 行に参 加 するす べ ての参 加 団体で 組 織

する弘 前 ねぷた ま つり合 同 運行安 全 会議を 加 えた主 催 ５者に よ る弘前 ね ぷ

たまつ り 運営委 員 会を設 立 すると と もに、 運 営委員 会 の実務 機 関とし て 、

まつり 関 係団体 に よる弘 前 ねぷた ま つり実 務 者委員 会 を設置 し 、まつ り 運

営を行 っ ていく こ ととし た ところ で す。  

 

 

今
後
の
処
理
方
針 

四大ま つ りにつ い ては、 歴 史と伝 統 を保持 し ながら 、 新たな 取 り組み や

より魅 力 あるま つ りにし な がら、 次 の世代 に 受け継 い でいく た め、観 光 や

地域振 興 に関係 す るより 広 い人々 の 協力が 必 要であ る と考え て おりま す 。

 そのため、より広い分野の人々がまつりの企画、運営に参画できるよう、

弘前さ く らまつ り につい て も実行 委 員会方 式 への移 行 を検討 し ている と こ

ろであ り 、早期 の 委員会 設 置を目 指 してま い ります 。  

四 大 ま つ りのす べ てが実 行 委員会 方 式へ移 行 した後 、 ４つのまつりを通

じた運営やコンセプトづくりなど、より魅力あるまつりへ発展させるため、

四大ま つ りを総 括 する組 織 の設立 を 目指し て まいり ま す。  

 

担当：観光政策課４大まつり振興室 室長 佐藤記一  内線５４２  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３６ ものづくり技術・伝統文化の継承と若手育成について 

要

望

事

項

の

内

容  

ものづくり技術・伝統文化の継承と若手育成について、下記について要望いたしま

す。  
①インターンシップ受入企業に対する助成制度の創設など、ものづくり技術に触れ

る機会を維持するための施策。  
②インターンシップ受入事業所へ受入ガイドの継続。  
③地域独自の伝統文化や伝統工芸の素晴しさを、幼少期からの教育現場で学んでも

らうための仕組みづくり。  
④起業家育成を目的とした人材育成を行うための施策の検討。  
⑤津軽塗教育事業や弘前マイスター制度による出前事業の周知の継続。  
 

 

商工振興部 商工政策課  
商工振興部 産業育成課  
教育委員会 学校指導課  

 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

①・②市では、インターンシップの充実を図るため、学校と事業所との仲介を行って

おります。また、実施状況の調査を毎年実施しております。  
 
③ 市教育委員会では、小学校３・４年生に対する社会科教育の充実に資することを

目的に、授業での副読本として「わたしたちの弘前」を毎年発行し、市内全小学校

の３年生児童に配布しております。  
その中の、県内の「特色ある地域と人々の暮らし」について扱う項目において、

「津軽塗をつくる町、弘前市」と題し、代表的な伝統工芸品である「津軽塗」を１０

ページにわたって扱っております。そこでは、津軽塗の歴史や製作工程だけではな

く、そのよさをより多くの人に知ってもらい、今後もその素晴らしい技術を継承し

ていくための青森県漆器協同組合連合会等の取組を紹介し、小学校中学年の段階か

ら、地元産業に目を向けることができるようにしております。  
 
④ 起業家育成を目的とした人材育成を行うため、以下の施策について実施しており

ます。  
平成24年度・創業・起業支援拠点「夢サポート工房」を弘前商工会議所内に設置

し、インキュベーションマネージャーによる起業相談や起業創業支援

セミナーを開催。  
平成25年度・土手町コミュニティパーク内へ移転し「ひろさきビジネス支援センタ

ー」と名称変更。相談支援機能の拡充を図る。  
・県融資制度「未来を変える挑戦資金」を活用する創業者に対し、市が

保証料の70%を負担する補助制度を創設。  
平成26年度・産業競争力強化法に基づく「弘前市創業支援事業計画」を策定し、国

  ～27年度 の認定を受ける。このことにより、支援を受けた創業者が株式会社を
設立した場合の登録免許税の軽減や創業関連保証（無担保・第３者保

証なし）の枠の拡大、創業２月前から実施される創業関連保証につい

て、事業開始６月前からの保証が可能となるなど、減税や制度運用の

拡大が図られている。  
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・ビジネスアイデアの事業化を図るため、コンテストの開催と「新分野

チャレンジ支援事業費補助金」を創設。  
・学生の起業家マインドの醸成や学生発ベンチャーの輩出の為に、「学

生発ベンチャー創出支援事業費補助金」を創設  
 
⑤ 平成２４年度からは優れた技能・技術者を弘前マイスターとして認定し、将来の

地域産業を担う後進へ技術の継承を図るため、弘前マイスターの派遣や職場見学等

を無償で実施しております。  
また、伝統工芸をはじめとする地場産業を支える人材を育成するため、青森県漆

器協同組合連合会に補助金を交付し、津軽塗研修所を設置して後継者育成に取り組

んでいるほか、同連合会が行う小・中学生を対象とした津軽塗の製作体験教育事業

を連携しながら実施しております。  
 

今
後
の
処
理
方
針 

①現時 点 で、助 成 制度の 創 設につ い ては考 え ており ま せんが 、 受入企 業 の

ニーズ や 他市等 の 事例を 調 査して ま いりま す 。  

 

② 受 入 ガ イドに つ いては 、 内容の 修 正を現 在 行って お り、完 了 次第、 適 宜

インタ ー ンシッ プ 受入事 業 者に配 付 してま い ります 。  
 
③ 今後もこのような働き掛けを継続するとともに、義務教育９年間を一貫して、郷

土「弘前」を計画的・系統的に学ぶ機会を検討しています。伝統文化や伝統工芸の

素晴らしさを含め、他に誇るべき弘前の良さに気づき、主体的に関わろうとする児

童生徒の育成に努めてまいります。  
 
④ 平成２６年１０月に策定した「弘前市創業支援計画」に位置づけている、ひろさ

きビジネス支援センターの業務をはじめとする特定創業支援事業の実施により、近

年、県内三市の中で最も多くの起業家を創出しております。  
今後も引き続き、商工会議所をはじめとする創業支援事業者と連携しながら、創

業・起業セミナーや補助制度等の多様な支援策を工夫し、若手起業家の創業・起業

を後押ししてまいります。  
 
⑤ 現在青森県漆器協同組合連合会が実施している津軽塗教育事業や弘前マイスター

制度による出前授業をさらに周知し、積極的に活用してもらうとともに、今後も、

ものづくり技術の継承と人材育成を図ってまいります。  
 
 

担当：商工政策課 就労支援係 係長   太田 泰輔 内線９１８  
   商工政策課 物産振興室 主事   工藤 翔  内線２５２  

産業育成課       主事   小山 侑伸 内線９６０  
学校指導課       指導主事 工藤 利彦 内線７３７  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３７ 
学生対象の溶接技術講習会並びに溶接競技大会開催の際の支援

について 

要

望

事

項

の

内

容  

現在、弘前市においては学生を対象とした溶接技術競技大会は開催されておりませ

ん。溶接技術が「もの作り」の基盤技術となり工業分野でも中枢を占めるものでもあ

り、その技術伝承が就職率の向上の一翼を担うものであります。宮城県・福島県など

では競技大会が開催され、それが後継者の育成に寄与していることから、弘前市にお

いても、競技大会が開催された場合には支援を要望いたします。  
あわせて、平成２７年度に開催された溶接技術講習会には「建設業未来の人づくり

事業支援補助金制度」による支援をいただきましたが、来年度につきましても引き続

き同制度による継続支援を要望いたします。  

 

商工振興部 商工政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

溶接競 技 大会に つ いては 、 現在ま で 開催さ れ ていな い ため、 支 援はし て

いませ ん 。  

溶 接 技 術 講習会 に ついて は 、弘前 地 区溶接 協 会が、 平 成２７ 年 度に制 度

化した 「 弘前市 建 設業未 来 の人づ く り事業 支 援補助 金 」を活 用 し、「 高 校

生溶接 塾 」を実 施 いたま し た。  

 

【 高 校 生 溶接塾 】  

実 施 者     弘 前 地 区 溶 接協会  

と き      平 成 ２ ７ 年 ９月２ ４ 日・１ ０ 月５日 ・ １２月 ２ ４日  

対 象      弘 前 工 業 高 等学校 機 械科３ 年 生  

内 容      実 践 的 溶 接 技術の 講 習会  

活 用 助 成 制度  弘 前 市 建 設 業未来 の 人づく り 事業支 援 補助金  

   

今
後
の
処
理
方
針 

溶接競 技 大会が 開 催され る ことに な った場 合 には、 支 援につ い て検討 い

たしま す 。  

ま た 、 「 弘前市 建 設業未 来 の人づ く り事業 支 援補助 金 」を活 用 した、 実

践的な 溶 接技術 の 講習会 「 高校生 溶 接塾」 を 、継続 し て支援 し てまい り ま

す。  

担当： 商工政策課 就労支援係 係長 太田 泰輔 内線９１８  
 
 
 



- 47 - 
 

弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３８ 「弘前ブランド」を国内外へ発信できる施策の検討について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市においては、国内外へ当市の地場産品の売り込みを見据え、下記の施策を検

討していただきますよう要望いたします。  
①地元物産品の周知のための県外での比較的コンパクトなイベント（縁日や宵宮の

ような）や交流を行う仕組みづくりと支援の強化。  
②海外で行なわれている当市地場産品が出展できるような見本市への出展機会の

創出や参加に対する助成制度。  

 

商工振興部 商工政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

①  市 で は 、 当 市 物 産 の 宣 伝 紹 介 及 び 販 路 拡 大 を 目 的 に 弘 前 市 物 産 協 会 に

対 し て 補 助 金 を 交 付 し て お り 、 市 と 弘 前 市 物 産 協 会 が 連 携 し て 、 百 貨 店

催 事 や 県 外 イ ベ ン ト 、 友 好 都 市 催 事 に 出 展 等 を 行 い 、 広 く 宣 伝 紹 介 に 取

り組ん で おりま す 。  

 

②   現 在 、「 ひろさ きブラ ン ド販路 開 拓支援 補 助金」を 交付し、中小企 業
者等が 持 つ独自 の 技術・製 品及び 工 芸品の 販 路拡大 、新規需 要 開拓の 促

進を図 る ため 、国 内・海外 の見本 市 等への 出 展事業 を 支援し て おりま す 。

海外の 見 本市等 へ の出展 事 業につ い ては 、平 成２６ 年 度から 新 たに支 援

対象と し ており ま す。  

 

今
後
の
処
理
方
針 
①   要 望 の あ った 地 元物産 品 の周知 の ための 県 外での 小 規模な イ ベント
や物産 等 含んだ 交 流に対 す るしく み づくり に ついて 、開催ニ ー ズ等の 把

握に努 め るとと も に弘前 市 物産協 会 と協議 の 上、検 討 してま い ります 。

 

②   こ れ ま で 、「ひ ろさき ブ ランド 販 路開拓 支 援補助 金 」に て海 外の見 本
市等へ の 出展事 業 を支援 し ており ま す。  

今 後 、Ｔ ＰＰ（ 環 太平洋 パ ートナ ー シップ 協 定）の 大 筋合意 を きっか

けに 、輸 出事業 の チャン ス ととら え る事業 者 も出て く るもの と 予想さ れ

ます 。そ のため 、海外展 開 経験が な い事業 者 から本 格 的に輸 出 事業へ の

参入・事 業拡大 を 目指そ う とする 事 業者ま で 幅広く 対 象とし 、引き続 き

ＴＰＰ 対 象国を 含 めた海 外 への新 た な販路 開 拓支援 事 業を実 施 してま

いりま す 。  

 

 

 

担当：商工政策課 物産振興室 主事 工藤 翔 内線２５２    
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３９ 建設業の振興策について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市においては、厳しい財政環境のなかにあって公共工事などの投資的経費につ

いて、財源の工夫などによる事業確保等にご配慮をいただいているところでありま

す。しかしながら建設業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にありますことか

ら、建設業の振興策として下記について要望いたします。  
①安定的な公共工事の地元優先発注による技術者の就労促進と地元定着推進。  
②「公共工事の品質確保の促進に関する法律（品確法）」、「公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律（入契法）」、「建設業法」の基本理念に則り、

（１）～（３）の施策を実施していただきますよう要望いたします。  
（１）公共工事の品質確保のための担い手の中長期的な育成・確保の支援強化。

（２）業務委託契約及び建設工事最低制限価格の見直し。（人件費や資材等の高騰

に伴い、採算が合わなくなっている現状を打破する為の最低制限価格の引き上

げの実施）  
（３）計画的な発注、適切な工期設定、適切な設計変更。（工事一時中止等で伴う

費用の算定見直し）  
③都市計画道路等の整備促進による雪対策の推進。  
④再生可能エネルギー（ソーラーパネル等）の更なる普及を図るための補助金の制

定。  
 

経営戦略部 法務契約課      
都市環境部 都市政策課      
都市環境部 スマートシティ推進室  
商工振興部 商工政策課      

 

市の処理方針 

経  

緯  

①公共工事の発注に当たっては、競争性・透明性を担保しながら市内業者への発注を

原則としております。技術者の就労・地元定着のためには事業者が適正な利益を確

保することが必要であると考えられますが、当市では、ダンピング防止対策として

最低制限価格制度を導入しております。また、若年者の地元企業への就職・定着を

促すための事業（②（１））を実施しております。  
 
②（１）建設業の人材不足、人手不足問題については、平成２６年度から業界団体等

と協議を始め、平成２７年度において、弘前工業高校の生徒による工事現場見

学を実施しております。  
また、建設業関係の組合が主体的に担い手を確保、育成できるよう、「弘前

市建設業未来の人づくり事業支援補助金」を制度化し、支援しております。  
【工事現場見学】  
平成２７年５月１３日   
弘前市役所増築棟工事（掘削）見学  
（弘前工業高等学校 建築科３年生 ) 

平成２７年９月１日・１０月６日  
弘前城曳屋工事現場見学  
（弘前工業高等学校 建築科・土木科 全学年 ) 
平成２ ７ 年１１ 月 １１日  

弘 前 市 役 所増築 棟 工事（ 免 震装置 ） 見学  

（ 弘 前 工 業高等 学 校  建 築 科 ２年 生 ) 
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経 
 
 

緯 

【弘前市建設業未来の人づくり事業支援補助金】  
    平成２７年９月２４日・１０月５日・１２月２４日  
     弘前地区溶接協会による弘前工業高等学校機械科３年生に対する実践的

溶接技術講習会の実施  
【高校生徒の意見交換会】  

    平成２８年２月２日  
     建設業事業者と弘前工業高等学校建築科２年生との意見交換会（今後入職

する高校生の生の声を聞くことで、今後の人材確保等に役立てるため実施。）

 （２）最低制限価格の設定に当たっては、工事請負契約については「工事請負契約

に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」（公

契連モデル）の改定に合わせて同水準に引き上げており、業務委託契約につい

ては、警備及び清掃業務では予定価格の85パーセントに相当する額、そのほか
の業務では予定価格の65パーセントに相当する額としております。なお、警備
及び清掃業務については、従前は他の業務委託契約と同様65パーセントでした
が、平成27年4月から85パーセントに引き上げたものです。  

 （３）工事発注に当たっては、従前から計画的な発注、適切な工期設定・設計変更

に努めておりますが、平成26年の公共工事の品質確保の促進に関する法律の一
部改正（改正品確法）により、発注者が必ず実施すべき事項として「適切な設

計変更」が掲げられました。  
 
③【道路の雪対策関係】  
○平成２７年度  
  平成２７年４月『弘前市融雪等推進基本計画～雪に強い街日本一～』（計画期

間：平成２７年度～３１年度の５年間）を策定。  
  これは、『弘前市経営計画』及び『弘前型スマートシティ構想』を上位計画と

して策定した『弘前市雪対策総合プラン』並びに『弘前市除排雪計画書』及び『

道路除排雪作業指針』に連動し、融雪等を核とした更なる総合的な雪対策を推進

する基本計画としての位置付け。  
自然エネルギーや未利用エネルギーについて市内全域を調査し、利用可能なエ

ネルギーとして、ⅰ）地下水、ⅱ）温泉排湯、ⅲ）下水処理水、ⅳ）地下水熱、

ⅴ）地中熱、ⅵ）排熱などを消雪や融雪の熱源としての活用と従来の機械除雪の

改善にも取り組む計画。  
  まずは「車道幅や形状など道路特有の条件」、「住宅密集地域・通学路など地

域が抱える問題」、「道路の交通状況」における評価から雪対策を行う道路の重

要度の高い項目を設定。  
その項目が多くあてはまる重要度の高い道路等について、ⅰ）地下水を調査し、

曲がり角や見通しが悪い道路、袋小路、急な坂道等の道路状態が悪い路線につい

て散水消雪計画エリアとして設定。ⅱ）若党町、元大工町周辺の河川水利用計画

エリアと、これらのエリアに近接する下流地域で、散水二次利用計画エリアを消

流雪溝計画エリアとして設定。ⅲ）市街化区域内に点在する６カ所の雨水貯留施

設を、地下水を散水して消雪する雨水貯留施設利用計画エリアとして設定。  
その他、温泉排湯や下水処理水を利用した融雪層の設置、地下水熱や地中熱を

利用した無散水融雪の実証を実施。  
現在、進めている都市計画道路整備については、堆雪帯を設けたり、流雪溝を

はじめとする消雪補助施設を設置したりするなど、冬期における積雪寒冷地を考

慮した整備計画としていますが、財源である国の予算配分が厳しくなっています。
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経 

緯 

④【再生可能エネルギー関係】  
○平成２４～２５年度  
一般住宅への太陽光発電設備等の設置に対する補助制度を実施。  

○平成２６年度  
太陽光発電設備の精度が年々向上しながらも価格相場は下がってきており、助成

制度がなくても経済的メリットが出てきたことなどから、補助制度を廃止。  
 ○平成２４年度～２７年度  
  防災拠点や避難施設などの公共施設に、ソーラーパネルをはじめとする再生可能

エネルギー設備を導入。  

今
後
の
処
理
方
針 

①公共工事発注に当たっては、引き続き競争性・透明性を担保しながら地元業者への

発注を原則とするとともに、ダンピング防止対策として最低制限価格制度を継続し

ます。また、若年者の地元企業への就職・定着を促すための事業（②（１））を実

施します。  
 
②（１）「 弘前市 建 設業未 来 の人づ く り事業 支 援補助 金 」につ い ては、平 成

２８年 度 につい て も継続 し て実施 し てまい り ます。また、来年度は既

に、弘前工業高校生徒による「はるか夢球場」の改修工事の現場見学を計画し

ております。これらの補助金、見学等により、担い手の育成、確保に努めてま

いります。 

 （２）業務委託契約のうち建設関連業務（測量、建設コンサルタント業務、地質調

査業務及び補償関係コンサルタント業務）に係る最低制限価格については、貴

会議所のほか、業界団体からの要望もあったことから、平成28年4月から予定
価格の85パーセントに相当する額に引き上げます。また、工事請負契約に係る
最低制限価格については、公契連モデルの変更があった場合は、その変更内容

に応じて変更を検討します。  
（３）改正品確法の理念に基づき、引き続き計画的な発注、適切な工期設定・工期

変更に努めるとともに、設計変更ガイドラインを平成28年度中に策定する予定
としております。  

   なお、当市では、今年度から、工事発注時期の平準化のため、12月補正予算
で債務負担行為（いわゆる「ゼロ市債」）を設定し、来年度実施工事の一部を

今年度内に発注することとしております。  
 
③今後、融雪等の整備を推進するに当たっては、該当するエリアの手法を前提に、

その地域の道路形状、生活環境、施工性、経済性などを比較検討し、最適な整備

手法を導き出し、拡大・延長を検討していきます。  
また、都市計画道路の整備にあたっては、消雪補助施設の設置などにより冬期間

も安全で快適な道路交通、歩行者に優しい歩行空間を確保できるよう、国にも働き

かけながら整備を計画的に進め、雪に強いまちづくりを進めてまいります。  
 

④防災 拠 点や避 難 施設な ど の公共 施 設に、 ソ ーラー パ ネルを は じめと す る

再生可 能 エネル ギ ー設備 を 導入し ま す。  

ま た 、 ソ ーラー パ ネルの 活 用と融 雪 対策を 組 み合わ せ た、新 た な融雪

システ ム の実証 研 究事業 を 実施し て おり、 そ の状況 等 を勘案 し ながら 、

効果的 な 融雪シ ス テムが 構 築でき た 場合に は 、新た な 支援制 度 の創設 に

ついて も 検討し て まいり た いと考 え ており ま す。  

担当：法務契約課       課長補佐  奈良道明 内線２２９  
   商工政策課 就労支援係 係長    太田泰輔 内線９１８  
   都市政策課 管理事業係 主幹兼係長 田中知己 内線４４６  
   スマートシティ推進室  室長補佐  菅野 洋 内線９３０  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ４０ 弘前市融資制度（特別保証融資）の予算枠の拡充について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市の融資制度を利用する場合、年度末近くになると市の予算の都合で特別保

証融資が活用できない場合があります。事業者側にとって、資金が必要になる時期

は業種や業態によってさまざまであり、年度末に必要としている方が活用できない

のは、非常に不公平感があるため、年度末でも利用できる制度として、予算枠の拡

充を要望いたします。  

                              

商工振興部 商工政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

当市の特別保証融資の利用実績は年々上昇傾向にあります。平成２４年度では、

１０月頃には、融資総枠の消化率が１００％近い状況となったため、当該年度内に特

別保証融資の融資枠を増枠し、１０月以降に借入する中小企業者への資金需要に対応

しました。  
それ以降は増枠後の融資総枠を維持しております。  

今
後
の
処
理
方
針 

市では、「小口資金特別保証融資」だけでなく、「小口零細企業特別保証融資」、

「事業活性化資金特別保証融資」、県融資制度である「未来を変える挑戦資金特別保

証融資」等に対し、利子補給や保証料の補助を実施し、事業資金の調達を支援してお

ります。  
小口資金特別保証融資の予算枠の拡充につきましては、利子、保証料の財政負担が

伴うため、現時点では困難でありますが、今後の経済情勢等も踏まえ、不公平感のな

い融資制度の見直しについて検討してまいります。  

担当：商工政策課 商業振興係 主事 畑井 美雪  内線２５９  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ４１ マル経融資制度の利子補給の実施について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市では、マル経融資制度に対する利子補給の実施は考えていないとの回答であ

りますが、現在、県内 7 商工会議所が所在する市のうち、この利子補給を実施してい
ないのは弘前市と黒石市のみとなっております。日本政策金融公庫の融資制度を活用

している事業者も市内には多くあり、市の特別保証融資とマル経の２つに対して利子

補給をしていただくことで、市内で事業を行っている方を幅広く支援することができ

ることから、マル経融資制度の利子補給の実施を要望いたします。  

 

商工振興部 商工政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

市では 、 市内中 小 企業者 の 経営基 盤 の安定 及 び育成 ・ 振興を 図 るため 、

各種融 資 制度を 通 して、 中 小企業 者 に対し 事 業資金 調 達への 支 援をし て き

ており ま す。  

こ れ ま で 市では 、 「小口 資 金特別 保 証融資 」 や「小 口 零細企 業 特別保 証

融資」 、 「事業 活 性化資 金 特別保 証 融資」 、 県融資 制 度であ る 「未来 を 変

える挑 戦 資金特 別 保証融 資 」に対 し 、利子 補 給又は 保 証料の 補 助を実 施 し

ており ま す。  

ま た 、 「 商業近 代 化資金 」 につい て は、資 金 使途が 中 心市街 地 区域内 で

の店舗 の 新築・ 増 改築、 商 店街の 共 同施設 の 設置等 に 係るも の に対し 、 特

例を設 け 利子補 給 を実施 し ている こ とに加 え 、平成 ２ ６年度 よ り、シ ョ ッ

ピング セ ンター 等 の運営 に 要する 資 金も対 象 とし、 地 域の商 業 力の強 化 や

魅力あ る 商店街 の 形成に 極 めて有 効 である 事 業に対 し ては融 資 期間や 融 資

金額を 拡 充する な ど、中 小 企業者 へ の支援 を 強化し て おりま す 。  

今
後
の
処
理
方
針 

市とい た しまし て は、引 き 続き「 小 口資金 特 別保証 融 資」、 「 小口零 細

企業特 別 保証融 資 」、「 事 業活性 化 資金特 別 保証融 資 」など の 市融資 制 度

を運用 し 、これ ら につい て 利子補 給 又は保 証 料補助 を 実施す る ととも に 、

県融資 制 度と連 携 し、利 子 補給又 は 保証料 補 助を実 施 し、事 業 者の資 金 調

達を支 援 してい き たいと 考 えてい る ことか ら 、マル 経 融資制 度 の利子 補 給

については、現時点では考えておりませんが、今後の経済情勢等も踏まえ、

検討し て まいり ま す。  

担当：商工政策課 商業振興係 主事 畑井 美雪  内線２５９  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ４２ （仮称）弘前市総合産業振興計画の策定について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市においては、昨年５月策定の「弘前市経営計画」や今年９月に策定した「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」において地域の産業力向上を図ることとしており

ます。しかしながら、上記計画や戦略に記載の地域の産業振興を図るための施策と

しては、産業の現状分析含め今後の方向性を探るうえで、さらに踏み込んだ形での

産業構造分析等が必要でございます。今後当市が豊かなまちとなるためには、他者

からの要因に左右されない産業構造の構築が求められている中、現状の当市産業構

造の更なる分析を行い、第１次産業から第３次産業において、各次産業の平準化を

目指し、産業間の連携による新連携の促進といった産業構造に変わらなければなら

ない時期にさしかかっております。  
つきましては、弘前市においては中・長期的視野に立ち、官民一体となった地域

経済活性化に向けた将来の方向性をお示しいただきたく、更に検討を加えた形での

（仮称）弘前市総合産業振興計画の策定について要望いたします。  
 

 

商工振興部 商工政策課  
商工振興部 産業育成課  
経営戦略部 ひろさき未来戦略研究センター  

 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

【弘前 市 経営計 画 】  

平 成 26年 5月 に 策 定 した 弘 前市経 営 計画に お いては、「なり わ いづく り（

商 工 業 振 興 ） 」 の 観 点 か ら 「 高 い 競 争 力 を 持 っ た 地 域 産 業 が 育 ち 、 多 く の

人 々 が 訪 れ 楽 し め る ま ち 」 を 将 来 都 市 像 に 掲 げ て い ま す 。 こ れ を 実 現 す る

ための 4つ の 政 策 の方向 性 ごとに 取 組内容 を 整理し 、総合的 に 地域の 産 業力

向上を 図 ること と してお り ます。  

(1)「 地 域 を 牽 引 する産 業 の育成 」 …重点 3分 野 （ 食 産業、 精 密・医 療 産

業、ア パ レル産 業 ）の強 化 及び重 点 関連産 業 等の企 業 誘致推 進  

(2)「 商 活 動 の活 性 化」… 魅 力ある 商 業地域 の 形成、関 係団体 と の連携 に

よる地 元 生産品 の 販路開 拓 ・拡大 へ の総合 的 な取り 組 み  

(3)「 経 営 力 の 向 上」… 創 業・起 業 支援と 経 営支援 ・ 融資制 度 の充実  

(4)「 雇 用 ・ 就 労 者への 支 援の充 実 」…雇 用 確保と 就 労支援 の 充実  

 

【 弘 前 市 まち・ ひ と・し ご と創生 総 合戦略 】  

 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 法 （ 平 成 26年 11月 28日 施 行 ） に 基 づ き 、 平 成 27

年 9月 に 策 定 し た 弘前市 ま ち・ひ と・しご と 創生総 合 戦略に お いては 、５つ

の 基 本 目 標 を 掲 げ て お り 、 そ の う ち 産 業 及 び 雇 用 面 で は 、 「 安 定 し た 雇 用

と 地 域 産 業 の イ ノ ベ ー シ ョ ン 」 を 図 る 観 点 か ら 弘 前 の 強 み を 活 か し た 下 記

の施策 を 講じて い くこと と してお り ます。  

(1)若 者 と 女 性 の 雇用環 境 の改善  

(2)就 労 人 口 の 上 昇  

(3)地 域 産 業 の イ ノベー シ ョンと 成 長によ る 雇用の 創 出  
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今
後
の
処
理
方
針 

弘 前 市 経 営 計 画 （ な り わ い づ く り  商 工 業 振 興 ） は 、 中 ・ 長 期 的 な 視 点

か ら 、 総 合 的 に 地 域 産 業 力 向 上 を 図 る 目 的 で 策 定 さ れ て お り 、 い わ ば 市 の

産業振 興 計画と も いえる も のであ り ます。  

本計画の推進にあたっては、地域課題の変化にも機動的に対応しながら、

常 に 有 効 に 機 能 さ せ る た め 、 広 く 社 会 情 勢 や 市 民 の 意 向 ・ ニ ー ズ 等 を 把 握

する「政策効果モニター」や「地域経営アンケート」を実施するとともに、

Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク ル の 考 え 方 に よ る マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム に よ り 毎 年 度 見 直

しを行っております。また、市民ニーズに対して機を逸せず即応するため、

必 要 に 応 じ て 、 年 度 途 中 で 新 規 事 業 を 追 加 す る な ど の 計 画 の 見 直 し や 予 算

の補正 を 行って お ります 。  

弘 前 市 ま ち ・ ひ と ・ し ご と 創 生 総 合 戦 略 に お い て も 、 経 営 計 画 が 導 入 し

て い る Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク ル の マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム に よ り 、 計 画 内 容 を 継 続

的 に 改 善 ・ 向 上 さ せ て い く た め 、 数 値 目 標 の 達 成 状 況 や 外 部 有 識 者 の 意 見

を 確 認 し 、 総 合 戦 略 の 効 果 検 証 に 繋 げ て い き ま す 。 そ し て 、 そ の 結 果 を 重

視 し な が ら 、 新 た な 分 析 結 果 等 も 反 映 さ せ 、 毎 年 度 見 直 し を 行 っ て い き ま

す。  

以 上 の こ とから 、 ご要望 の あった 「 （仮称 ） 弘前市 総 合産業 振 興計画 」

につい て は、既 存 の弘前 市 経営計 画 及び弘 前 市まち ・ ひと・ し ごと創 生 総

合戦略 に 包含さ れ るもの と 考えて お ります の で、現 段 階で新 た な総合 産 業

振興計 画 の策定 は 行わず 、 これら の 経営計 画 等の着 実 な推進 に 努め、 計 画

事業の 実 施にあ た っては 、 常に社 会 情勢の 動 向を注 視 しなが ら 、商業 者 ・

行政・ 関 係機関 等 が一体 と なった 事 業実施 に 努めて ま いりま す 。  

 

担当：商工政策課 政策調整担当  主  幹  竹内 孝行 内線４３２  
産業育成課         課長補佐  山本 浩樹 内線９１２  
ひろさき未来戦略研究センター  計画 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担 当   主  査  金川 浩人 内線５３８   
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ４３ 各種イベントの効果測定の実施と測定結果の周知等について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市ではイベントが数多く開催されておりますが、イベントの中には打ち上げ花

火的なものも見受けられる状況にあることから、その効果測定の実施やその結果に基

づく継続・中止等の判断の実行並びに測定結果の周知について要望いたします。また、

イベントが同じ日に別々の場所で開催されるなどの弊害については、各施設の予約状

況の調査による事前調整を行うなど、費用対効果も考慮して効率的に実施していただ

きますよう要望いたします。  

 

観光振興部 観光政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

市では従来から行っているイベントも数多くありますが、平成２２年１２月の東北

新幹線全線開業や平成２３年の弘前城築城４００年祭を契機に、交流人口の増加や外

貨獲得のため、幅広い分野において新たなイベントを開催しております。  
平成２７年度は弘前城天守曳屋にスポットを当てた曳屋ウィークを開催し、国内外

に弘前市のＰＲを行ったところであります。  
新たなイベントを開催する一方、ひろさき卍フェスティバルは中止するなど、事業

の目的や効果を検証し、事業の見直しなどを行っております。  
また、市民力による魅力あるまちづくりの推進を図るため、個人市民税の１パーセ

ント相当額を財源に、市民自らが実践するまちづくり、地域づくり活動に係る経費の

一部を支援する市民参加型まちづくり１％システムを活用したイベントも数多く開

催されているところであります。  

今
後
の
処
理
方
針 

市が主催するイベントについては、実施後に課題や効果等を検証し、次回以降の実

施に反映させるよう努めてまいります。  
市以外の者が主催するイベントについては、主催者が期日・会場などの内容を決定

しており、市が全てのイベントについて把握することは現実的に難しいものでありま

す。  
なお、市からの補助金等が支出されているイベントについては、イベント開催の効

果が最大限に発揮される内容として実施するよう主催者に要請してまいります。  

担当：観光政策課 ４大まつり振興室 室長 佐藤記一  内線５４２  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ４４ 弘前市の生活保護の適正な運用について 

要

望

事

項

の

内

容  

地域経済や中小企業を取り巻く環境が依然として厳しい状況が続いているなか、弘

前市においては、今後とも生活保護申請の増加が想定されます。  
つきましては、生活保護については、その受給問題が全国的に取りざたされており、

弘前市においても適正な運用を図っていただきますよう要望いたします。  

 

                                                健康福祉部 生活福祉課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

全国の 生 活保護 の 状況は 、 平成２ ７ 年１０ 月 時点で 、 受給世 帯 が過去 最

多の１ ， ６３２ ， ３２１ 世 帯、受 給 者数が ２ ，１６ ６ ，０１ ９ 人と、 依 然

として 高 い水準 に あり、 こ れは収 入 の少な い 高齢者 世 帯の増 加 が影響 し て

いるも の とみら れ ます。  

当 市 に お いても 、 経済情 勢 の影響 と 高齢化 の 進行に よ り、生 活 保護受 給

者は増 加 してお り 、平成 ２ ７年１ ２ 月１日 現 在で、 保 護世帯 は ３，７ ９ ６

世帯、 保 護受給 者 は４， ６ ２５人 と なって い ます。  

こ の よ う な中、 国 では、 平 成２６ 年 ７月に 生 活保護 法 の一部 改 正を行 い

ました 。 その主 な 内容は 、 就労に よ る自立 支 援の促 進 、健康 ・ 生活面 等 に

着目し た 支援、 不 正・不 適 正受給 対 策の強 化 、医療 扶 助の適 正 化です 。  

ま た 、 平 成２７ 年 ４月に は 、生活 保 護を受 け ていな い が、生 活 保護に 至

るおそ れ がある 方 を対象 と した、 生 活困窮 者 自立支 援 法を制 定 しまし た 。

これを 受 け、当 市 でも市 社 会福祉 協 議会に 委 託し、 自 立支援 相 談事業 、 住

居確保 給 付金給 付 事業、 子 どもの 学 習支援 事 業を行 っ ていま す 。  

今
後
の
処
理
方
針 

生活保 護 は国か ら の法定 受 託事務 で ありま す ので、 国 の指導 に 従い、 申

請相談 へ の対応 、 保護開 始 後の受 給 者の収 入 や生活 状 況等の 把 握を含 む 生

活保護 事 務を行 っ ている と ころで す 。  

今 後 も 生 活保護 法 に基づ き 、適正 か つ公平 な 運用を 図 ってま い ります 。

担当：生活福祉課 課長補佐 五十嵐 孝光  内線５１９  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ４５ 公衆用道路の固定資産税非課税基準の緩和について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市では、平成２７年度から公衆用道路（私道）のうち位置指定道路については、

非課税となりました。  
つきましては、位置指定道路として指定を受けることができない公衆用道路（私道）

でも、不特定多数の人が利用でき、道路以外の目的での使用ができない公衆用道路（私

道）についても、非課税としていただきますよう要望いたします。  

 

                                                   財務部 資産税課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

固定資産税における公共の用に供する道路の非課税の範囲については、地方税法第

３４８条第２項第５号に定められております。  
その中で、一般的利用に関して何等の制約を受けていない私道について、公道から

他の公道へ連絡している場合は、公共の用に供する道路に該当するため非課税ですが、

袋小路である場合や公道から同一の公道に連絡しているような場合は、沿接する宅地

の居住者その他利用者が極めて不特定多数にのぼる等の事情により、その利用の実態

が広く不特定多数の利用に供されていると認められものを除き、公共の用に供する道

路に該当しないものとされております。  
このため、私道の形態と利用状況から「公共の用に供する道路」と判断するための

基準が必要となることから、当市では下記のとおり規定しています。  
※いずれの場合も分筆され区域・地番が明確であり、現況も側溝・縁石等で境界が

明確であるものとします。  
①私道であっても、公道から公道に接続する４ｍ以上の道路については非課税とす

る。  
②行き止まりの私道であっても幅員４ｍ以上の道路で１０区画以上が利用する道路

については非課税とする。  
③上記以外で、４区画以上が利用する幅員４ｍ以上の道路については、私道の補正

（６分の１）を適用する。  
つまり①、②の場合は非課税とし、③の場合は非課税には該当しませんが、私道補

正を適用して課税を行っております。  
 

今
後
の
処
理
方
針 

隣接する宅地が少ない道路に対する課税基準については、税の公平性の観点からも

当市の現状の基準は妥当なものであると考えております。  
 

 

担当：資産税課土地係 主幹兼係長 奈良 幸仁 内線５４５  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ４６ 
青森空港並びに奥羽本線新青森駅等の利便性向上に係る国、県、

関係機関等に対する要望活動について 

要

望

事

項

の

内

容  

青森空港並びに奥羽本線新青森駅等の利便性向上に係る国、県、関係機関等に対し

て、弘前市として下記について要望活動を実施していただきますよう要望いたしま

す。  
①見通しが悪く、トラック同士のすれ違いもできず、渋滞の原因となっている境関

・撫牛子間の奥羽線踏切の拡幅工事の実施要望。  
②奥羽線新青森駅の利便性を高めるための防風・防雪シェルターを設置し、老人、

子どもをいたわるためホームの待合室の大型化や増設、また新幹線が運行してい

ても奥羽線が止まっていることがあり、それらに対する対応についてのＪＲ等関

係機関への働きかけ。  
③青森空港の利便性向上  
計器着陸装置のカテゴリーⅢが設置されていることを活かし、また、団体観光客

の受け入れ態勢を整えるための就航している機体の大型化。  
 

 

                                                都市環境部 都市政策課  
                                              建設部 建設政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

 

① 県 道 松 木平撫 牛 子停車 場 線の撫 牛 子踏切 の 拡幅要 望 につい て は、こ れ

までに も 、市政 懇 談会等 に より要 望 が寄せ ら れてお り 、市と し まして

は道路 管 理者で あ る中南 地 域県民 局 に対し て 拡幅整 備 の要望 を 再三申

し入れ て おりま す 。（県 で は平成 １ ３年度 に おいて 、 整備に 向 け事業

を進め た ものの 、 一部地 権 者の協 力 が得ら れ ないこ と から、 こ れまで

整備が 実 現しな い まま、 現 在に至 っ ており ま す。）  

 

② 平 成 ２ ２年１ ２ 月  東 北 新 幹線 「 新青森 駅 」開業 。  

こ れ ま で 、青森 県 や沿線 市 町村と 共 に JR東 日 本 本 社 及 び秋田 支 社に対

して奥 羽 本線の 複 線化や 冬 期間の 安 定的な 運 行等の 要 望活動 を 行って

おりま す 。  

 

③ 平 成 ６ 年９月   青 森 － 羽 田間 に 全日空 が 就航。  

平 成 １ ５ 年４月  青 森 － 羽 田間か ら 全日空 が 撤退。  

  平 成 １ ９ 年 ３ 月  青 森 空 港で 「 カテゴ リ ーⅢ」 の 運用開 始 。  

          日 本 航 空 が 青 森－羽 田 間に対 応 機を投 入 。  

  平 成 ２ ６ 年 ７ 月  青 森 － 札幌 間 、青森 － 伊丹間 に 全日空 が 就航。  

  平 成 ２ ７ 年 ８ 月  日 本 航 空が 青 森－伊 丹 間に対 応 機を投 入 。  

  市 で は 、 青 森 県や青 森 空港ビ ル (株 )等 と 連 携 し 、 青森空 港 の利便 性 向

上に努 め ており ま す。  
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今
後
の
処
理
方
針 

 

① 撫 牛 子 踏切の 拡 幅につ い ては、 市 政懇談 会 等で本 年 度も再 度 要望が あ

り、中 南 地域県 民 局に現 在 の状況 を 確認し た ところ 、 未だ地 権 者の同

意が得 ら れてお ら ず、整 備 に着手 で きない 状 況にあ る とのこ と であり

ます。 市 としま し ては、 今 後も交 渉 等の推 移 を見守 り ながら 、 拡幅整

備の実 現 に向け 働 きかけ て まいり ま す。  

 

② 奥 羽 本 線の複 線 化と、 奥 羽本線 新 青森駅 の 待合空 間 環境の 向 上、冬 期

間の安 定 的な運 行 につい て は、引 き 続き関 係 機関と と もに要 望 事項の

実現に 向 けて JR東 日 本 へ 要 望活動 を 実施し て まいり ま す。  

 

③ 機体の大型化による青森空港の利便性向上に関しては、利用 率向上 が 必要

不可欠 で あるこ と から、 利 用率向 上 に資す る 活動を 青 森県等 関 係機関

と情報 交 換や情 報 共有を 図 りなが ら 働きか け てまい り ます。  

 な お 、 日 本航 空 では昨 年 ８月か ら 青森－ 伊 丹間に 「 カテゴ リ ーⅢ」 対

応機の 運 行を行 っ ている と 伺って お ります 。  

 

担当：都市政策課 交通政策推進室 主幹    若松義人  内線９１３  
   建設政策課 改良係     主幹兼係長 石川竜明  内線４１３  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ４７ 弘前ナンバー導入に向けた研究・検討について 

要

望

事

項

の

内

容  

全国に弘前市の認知度を高める施策の一つとしてのご当地ナンバーの導入につい

ては、様々な基準が定められております。  
つきましては、今後の法規制の緩和も視野に入れ、国の動向などを注視しながら、

弘前市が先導しての近隣市町村への働きかけによる、ご当地ナンバー導入に向けた検

討委員会の設置など、導入に向けた研究・検討の準備を引き続き行っていただきます

よう要望いたします。  

 

                                                都市環境部 都市政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

 

平 成 １ ６ 年に一 度 検討し た ものの 、  

①地域特性や経済圏等に関して、他の地域と区分された一定のまとまりがある地域

であり、一般に広く認知された地域であること。また複数市町村の集合が原則。

②登録されている自動車の数が10万台を超えていること。  
③都道府県内の他の地域名表示の対象地域と比較し、人口、登録自動車数等に関し

て極端なアンバランスが生じないものであること。  
という 基 準を満 た さなか っ たこと か ら導入 に 至って お りませ ん 。  

国 土 交 通 省の有 識 者会議 に おいて 導 入基準 な どにつ い て検討 を 行った 結

果、平 成 ２５年 ２ 月２６ 日 から平 成 ２５年 ６ 月２８ 日 まで追 加 公募が 行 わ

れたも の の、  

④ 対 象 地 域を管 轄 する都 道 府県に お いて、 自 動車保 有 関係手 続 きのワ ン

ストッ プ サービ ス を導入 し ている 又 は概ね ３ 年以内 の 導入が 道 府県と

して機 関 決定さ れ ており 、 かつ、 具 体的な 導 入計画 が 策定さ れ ている

こと  

と い っ た 条 件 が 新 た に 設 け ら れ た こ と か ら 、 追 加 申 請 す る た め の 条 件 を 満

た し て い な か っ た 。 な お 、 青森県ではワンス ト ッ プ サ ー ビ ス が導入されておら

ず、また、今後3年以内での導入計画もないとのことでした。 

 今 後 の 追 加申 請 の受付 に ついて は 現時点 で 未定と な ってお り ます。  

 

今
後
の
処
理
方
針 

 

弘前ナンバーが実現すれば、当市の地域振興や観光などの面に多大な効果をもたら

すものと期待しているものの、現時点では国において新たな申請受付の予定がないことか

ら、引き続き国等の動向を注視してまいります。 

 

担当：都市政策課 交通政策推進室 主幹 若松義人  内線９１３  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ４８ 地域団体商標登録への支援について 

要

望

事

項

の

内

容  

平成２６年８月の商標法第７条の２の改正により、商工会議所が商標登録主体とな

ることが可能になりました。商標登録することにより地域ブランドについての保護が

図られ、地域のモチベーションアップ、模倣品の排除、ＰＲ効果など、地域のイメー

ジアップにつながります。  
つきましては、今後弘前商工会議所が地域団体商標登録に向けた取り組みを行う場

合にはその支援を要望いたします。  

 

商工振興部 商工政策課  
                                      

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

地域団 体 商標制 度 は「地 域 名＋商 品 ・役務 名 」の文 字 で構成 さ れる地 域

ブラン ド を商標 と して登 録 し、適 切 に保護 す る制度 で あり、 平 成 18年 か ら

導 入さ れ ており ま す。  

平 成 26年 8月 か ら は 事業 協 同組合 に 加え、商 工会、商 工会議 所 、特定 非 営

利活動 法 人（ NPO法 人 ）並 び にこれ ら に相当 す る外国 の 法人も 地 域団体 商 標

の出願 を するこ と ができ る ことに な りまし た 。  

こ れ に よ り、組 合 が存在 し ない、 あ るいは 弱 体化し て いるな ど の理由 に

より、 地 域団体 商 標登録 で きなか っ た地場 産 業につ い ても、 商 工会議 所 等

が中心 と なって 、 地域ブ ラ ンドを 保 護する こ とが可 能 となり ま した。  

地 域 団 体 商標登 録 を行う こ とは、 権 利者が 地 域ブラ ン ドとし て 自ら守 り

育てて い くこと が できる こ とから 、 地場産 業 の活性 化 や地域 お こしに も 有

効な制 度 であり ま す。  

 

今
後
の
処
理
方
針 

 貴 所 の こ れま で 構築し て きた専 門 家や企 業 とのネ ッ トワー ク を活用 し な

がら、 地 域団体 商 標制度 に より地 域 ブラン ド を保護 し 、偽物 の 排除や 地 場

産業の 活 性化、 地 域おこ し を進め て いく事 は 、市と し ても地 場 産業の 振 興

を図る う えで大 き な力に な ると考 え ており ま す。  

今 後 、 地 域団体 商 標登録 に 向けた 具 体的な 取 り組み に ついて 、 貴所と 協

議の上 、 内容を 整 理する 必 要があ る と考え て おりま す 。  

担当：商工政策課 物産振興室 総括主査 太田  尚亨 内線２５２  
 
 
 
 
 
 



- 62 - 
 

弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ４９ 「弘前感交劇場」の推進について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市が策定した弘前市経営計画の中で、「弘前感交劇場」のコンセプトについて

は今後の観光施策を進める上での重要なキーワードとして位置づけられております。

つきましては、今後の「弘前感交劇場」の推進に当たってはコンセプト自体が弘前

市全般にわたる経営戦略であるとの認識のもと弘前感交劇場推進委員会、実務者会

議、やわらかネットの定期的な開催について要望いたします。  
あわせて、弘前感交劇場のブランドセンターとしての役割の明確化が図られますよ

う要望いたします。  

 

観光振興部 観光政策課  
                                      

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

市では 平 成２０ 年 ４月に 、 産学官 が 連携し た 組織と な る弘前 感 交劇場 推

進委員 会 を設置 し 、地域 一 丸とな っ た観光 振 興を推 進 してお り ます。  

 具 体 的 な 取り 組 みにつ い ては、 実 務者に よ るやわ ら かネッ ト 等で協 議 し

ており 、 おもて な し観光 推 進に向 け た各種 団 体の取 り 組みな ど 、本来 取 り

組むべ き 組織・ 団 体を中 心 にした 実 行委員 会 形式等 で 新たな 事 業を実 施 し

てきて お ります 。 また、 平 成２５ 年 度には 、 弘前感 交 劇場推 進 委員会 と や

わらかネットを繋ぐ中間的組織として、弘前感交劇場実務者会議を設置し、

各団体 間 で所管 す る事業 な どの情 報 共有に 努 めてま い りまし た 。  

 市 の 総 合 的な 経 営プラ ン である 「 弘前市 経 営計画 」 の中で は 、観光 施 策

を推進 す る上で の コンセ プ トとし て 位置付 け ており 、 個別の 計 画事業 と し

ても掲 載 されて お ります 。  

今
後
の
処
理
方
針 

現在、 市 におけ る 各部署 で の取り 組 みが推 進 されて い ること に 加え、 市

内の観 光 関係者 及 びそれ に 携わる 市 民や学 生 の自発 的 な議論 の 場が芽 生 え

てきて お ります 。 議論を す る場を 提 供する や わらか ネ ットに つ いては 事 務

事業と し て成熟 し ている も のと捉 え 、開催 を 休止し て いる現 状 です。  

ま た 、 市 の現状 と して弘 前 感交劇 場 を「観 光 」とい う 分野に 特 化した 施

策推進 コ ンセプ ト として 位 置付け て いるこ と から、 今 後の弘 前 感交劇 場 そ

のもの の 在り方 に ついて 、 関係者 と 協議し 、 今後議 論 を深め て 参りま す 。

担当：観光政策課企画戦略係 主事 高田 俊秀 内線２５０  
 
 


